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11¥して， iJl県有朋のl肖系陀軍大将桂太郎が首相に任命

されて以後，この桂と ，1)1")接の後の政友会総裁凶閣寺

がうと併で政権を十n.均する桂閣時代が，明治末年まで続

いた。元老ー一一院長/1¥身の元勲， fjl")能，山県， コ4二上，

松点，大11トー は，もうみずから内閣を組織すること

はなかったが，政権交替のたびに首相を人選して天

に奏請し、閣僚を鈴衡したほか，国の重要政策の決定

に参凶して、事:たヒの内閣の後見役の地位を保った。

11 r，'j戦争後，制鮮半，(hから清国の勢ノユは駆逐された

が，代わって ロシアが満州から市ドして朝鮮に勢力を

扶舶し， [f(: iJ:~jをめぐるわが|到とロ シアとの対立は深ま

たom 1次日英同盟締紡2年後のりj治37年2月，才、1

\Lは i~.k /f~へと転化した。 口鋭戦争の開始である。

ヨーロ ッパの大国ロ シアとの戦いには，膨大なl成政

が必要であった。そ してわが国は，いまだ武器，蝉薬

などの早川11J1を欧米からの輸入にまたなければならな

かった。 戦争の)W]J&の鍵は，外出-の成立にかかってい

たとも言える。結局，英国を中心に 4回， 8，200万ポ

ンド(約8億円〉の外債が募集され，それは戦費の約

半ばを占めた。国内では非常特別税の大増税が行なわ

れ，軍事公債が募集された。

38年9月のポーツマス条約によって，ロシアから遼

東半島の租併権と東清鉄道が譲渡され，南樺太の割譲

を受けた。しかし賠償金は皆無であったから，戦時財

政の債務はその後の財政に大きな負担を残した。

そこで政府の採った政策は積極財政の展開であった。

i成予のぱ務は，新領土の|摘発と国内産業の発達を幼長

して経済力を強化することによってのみ，根本的に解

消できるという考えに立ったからである O 経済開発に

必要な資本は，外資導入で補記された。また鉄道|到有

化も断行司された。戦中の軍需jd-気に杭く街極!tl政政策

こよ って .わが国の経済は急速に発展 した。紡績，集l

糸などの軽工業は引統き蹴進し，製鉄，造船，機械器

共生p[などの-ift:工業が発民しはじめた。産業の動力源

として)j'UJfo唱が火J)Jo'7G:をB是認した。しかし一方で，

鉄道悶イj(じは11額の私鉄nl以公伏の負担を)Jn盃し， ~失
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道¥製鉄所の経営，治山治水費，樺太，関東川、1，朝鮮

の経営費も経費の増加をもたらし，財政を圧迫した。

明治40年 1月，株式暴落を契機として，戦後の企業

ブームに終止符が打たれた。戦時増税の継続に加える

に間接税の増徴は，悪税反対の世論を高め，税制整理

の要望が強まる一方，公債市価の下落は，財界からの

財政整理促進の要請となって現われた。

4年度の予算編成から，財政は緊縮整理方針に転換

した。その後，軍事公債の償還計画は強化され，43年

には園内および外国で，高利債の低利長期公債への借

換が実行された。このとき，わが国初の国債引受シン

ジケ ート 銀行団が結成された。

一方，軍の統帥部は，39年ロシアを仮想敵国とした

「帝国国防方針」を決定し， 陸軍25箇師団，海軍八八

舵隊の実現を期した。財政整理と軍の軍拡予算の要求

の衝突は，内閣を揺り動かした。このころ，わが国の金

準備の欠乏が， 政府部内で深刻な問題として採り上げ

られはじめた。連年の入超のほか，多額の外債利払い

で，正貨は年々減少した。そのためにも財政整理はひ

くにひけない一線であった。 44年成立した西園寺内閣

は徹底した行財政整理の実行を期し，翌大正元年，陸

軍の2箇師団増設要求を閣議で否決した。上原陸相は

単独で辞表を提出 し，陸軍は大臣の後任を出さなかっ

たO 西国寺内閣は辞職した。 I増師反対，憲政擁護」

の声は議会内外に起り，護憲運動が全国に高まった。

そして，後継首相難から，内大臣として宮中に入った

桂が首相に就任すると，護憲の声は「閥族打破」の怒

りとなって，民衆が議会を取り巻いたO 桂内閣は，組閣

後2月足らずで辞職した。大命は海軍大将山本権兵衛

に下り ，首相および陸海軍大臣を除く全閣僚が政友会

員で固められた。山本内閣がシーメンス事件〔海軍汚

職〉で倒れると，次は大隈が再び台閣に上ったが，大

限内閣は，前年桂によって組織された政党，立憲同志

会を中心とした内閣で‘あった。時代は政党政治へ と，

転換してゆく口

圃

第1i;'i: 11清戦後経世と財務行政

第 1章 日清戦後経営 と財務行政

第 1節 戦後経営と財政の運瀞

1 戦後財政計画の立案

明治28年 3月，第 2次伊藤内閣が改造され，日清戦

後の財政整理の責めをになって，松方が再び大蔵大臣

に登用された。

翌 4 月，下関でτI~和条約が締結され，台湾 . i彰湖列

品 ・遼東半j斗の割談と 2億11可〈約3億円〉の償金受領，

清国本土に対する最恵国条款などが約束された。しか

し，その 6日後，ロシア ・フランス・ドイツからの「三

国干渉」があって，5月5日，わが国は遼東還付を承

諾せねばならなかった。三国干渉によ ってわき起こっ

た国民の敵悔心を背景にして，政府部内では極東の危

機に対処する軍備増強の方針が固められたO こうして，

第7代大蔵大臣松方正義
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戦勝の果実一一領七，賠償金一一ーがほぼ確定し，その

うえ，寧備肱張方針が定められるとし、う情勢のなかで，

松方を中心とする大蔵省首脳部は，直ちに戦後経営を

まかなうための財政運営の基本方針とその具体案を検

討した。その結果起草されたのが 8月15日付Aで閣議に

提出された「戦後財政計画案一一松方意見書」である。

ところが，この提案は閣議で否決された。それは，

松方の提案中に増税を早急に実現するため，直ちに臨

時議会を召集すべきであると L、う部分があったが，そ

れが遼東還付問題で世論が漉いている最中に，議会を

召集するのは得策でないとし、う伊藤首・相らの意見と対

立したためでへ ついに松方は下野し，意見書は葬ら

れたので、あった。

しかしながら，この意見書で述べられた財政計画の

大綱は，ほとんど修正されず，次の渡辺誠相に引き継

がれ，その後， ITil幕開戦に至るまでの，いわゆる自治

戦後経営期を通じて，財政迎常の基調となった。

そこで，この意見書の大意を述べると，その冒頭に

財政の~ Iï自i的迎滋の必要性が強調され，その理由とし

て， LI清戦争によ って巨額の革政がすでに貨消された

うえに，今後さらに軍備i広張その他の経貨の:1:首大が必

主であることをあげている O そして，計画立案にあた

っての若i恨点として，第一に，今後数年間の新規増加

の経山の手1M立はどれくらいか，第二に，その財源と民

)Jの負担!の関係) t}~ ~ 二に ， 1吋費の増進に}，c;じてほ|力の

発注を凶る)J法，の 3}点t

ては|陛挫2不r[は砲台l刻姥j主:t己没弘tι，兵掠t改攻良， 兵力の倍増を必要と
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し，海軍はおよそ20万トンの軍艦建造を要するなどの

軍備拡張と同時に，産業振興のための諸施設とそれに

伴う行政費の増加が見込まれること，第二については

増税の負担に対して国民はなお構えうること，第三は

運輸交通の便を開き，資本融通の道をつける必要があ

ることを述べて，そのための具体策を次のように提案

しているo

(1) 経常歳出の増加は増税一一酒造税増徴，営業税，

業たばこ専売の創設などーーでまかなうこと。

(2) 臨時歳出の増加l一一軍備拡張費，製鋼所創設費，

鉄道，通信施設拡張費などーーは賠償金を計画的

に使用し，他は事業公債をもってまかなうことo

(3) 日清戦争財政の整理一一軍事公債消却の計画，

臨時軍事費会計の終結，台湾財政の独立自営化ー

ーをすすめること。

(4) 資本供給の方策をたてること一一ー日本銀行，正

金銀行の事業拡張，国立銀行の普通銀行転化，興

業銀行〈勧銀)，農業銀行(農工銀)の創立一一。

2 戦後経営の進行と財政運営

この戦後財政計画の大綱は，前述のように歴代の政

府・大蔵大臣によって踏襲され，その結果，日清戦後

の歳計は，戦前の 8，0∞万円台から， 29年度には2倍

の1億 6，885万円に， 35年には 4.3倍の 2億8，922万

円に急増した〈一般会計・蔵出決算)。その主要な原因は

軍事費の急増にあり，また，議会開設後の23年度から，

絶えて発行されなかった公債が発行されて，軍事費と

国債費で歳出の約なかばを占めるようになった。その

うち， 29年度に始まる陸海軍の第 l期，第2期拡張計

画は総額3億円余で，約2億円を償金で， 7，700万円

を公債で， 3，ωo万円を普通財源でまかなった。また，

製鉄所建設，鉄道・通信施設，教育事業の拡張，河川|・

港湾整備などの諸事業が，公債または普通財源によっ

て積極的に進められた。こうして，膨脹した経費の財

源は原則として，経常経費は増税で，臨時経費は償金

および事業公債でまかなうという当初の方針にのっと

って調達された。
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しかしながら，松方財政計画を立案したころには予

測できなかった事態によって，この計画の手直しゃ補

完も行なわれた。そのおもなものは，第一に，戦後の

不況によって公債募集難に陥ったこと，第二に事業計

画の進行に伴って，当初の見通しよりいっそう経費が

必要となったこと，第三に，北清事変の勃発であるO

これらに対処するために，公債募集に代えて，償金の

繰替使用，公債の預金部引受発行，外債の募集，事業

計画の繰延べなど，財政のやりくりに苦慮せざるをえ

なくなった。また，議会の反対を考慮して回避してい

た地租増徴をも断行することになったが，政府の増租

案に対して議会の内外で反対の火の手があがり，幾た

びかの政府更迭の契機を生むなど，政治的危機の要因

をつくったのであった。これらの財政運営上の問題点

は，以下各節にわたって述べるが，北清事変の財務処

理については，他に触れる機会がないので，ここに略

述するO

3 北清事変の財務処理

日清戦後経営が軌道に乗った明治33年，清国に義和

国が蜂起し，列国が連合軍を組織して鎮圧にのり出す

としづ事件が起こった。この北清事変には，わが国か

ら連合軍兵力の約 1/3強にあたる 1万 2，ωo人を派兵

し，同年10月，事変は鎮定された。

出兵の戦費は， 33年 6月，当面，日清戦争賠償金に

よって創設した 3基金から繰替え使用することを決め

(緊急勅令第幻7号)，軍艦水雷艇補充基金から 2，∞0万

円を33年度一般歳入に繰り入れ，他は一般財源でこの

戦費を支出した。そして，争乱が早期に解決したこと

から，北清事件費には臨時軍事費会計を設置しないこ

ととなったが，なお引き続き軍隊・艦船の駐留費，論

功行賞，償金取扱費等を要するため， 34年度以降，予

算に清国事件第二予備金の項を設け，増税によってそ

の経費をまかなうこととした。こうして北清事件費は

33年度から41年度まで9年にわたって合計 4，360万円

が支出されたO

一方，争乱鎮定後，列国は清国に損害賠償を要求し，

• 

1年近い交渉の結果， 34年9月賠償金が確定したo 総

額4億 5，(削万両のうち，わが国の取得分は 7.7%の

3，480万両(邦貨4，895万円〉で， 4分利付金貨公債に

よって39年間に元利の償還を受けることになった。

大蔵省は， 34年11月，この団匪賠償金の処理方針を，

(1) 4分利付清国債券は，額面の 8割で預金部に売却

する， (2) 売却代のうち，個人損害の賠償にあてる分

は外務省に引き継ぎ個人に支払う， (3) 残りの政府損

害分は35年度歳入に繰り入れ，軍艦水雷艇補充基金へ

の返戻，一時借入金の返済，公債償還資金などにあて

る， (4) 以後の清国からの元利償還金は一般会計を通

じて預金部に繰り入れる，と決定した。

この政府案は第16議会に提出されたが，議会では政

府案に対して，不確実な公債を預金部で引き受けるこ

と，売却代を額面の 8割とすることなどに非難が集中

し，別途議員立法で団匪賠償金特別会計法案が提出さ

れた。
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桂内閣は，前内閣の瓦壊の主因となった35年度財源、

の補足を団匪賠償金繰入れで、きりぬける)J針であった

ので，ここで議会と妥協し 12月，いったん総予算案

を撤回し債券の売却代金を額面の 7割に修正して改

定予算案を作成し議会の協賛を得ることができた。

これによって， 35年度一般会計への繰入実額は 3，330

万円となった。

なお，こ二の団臣賠償金の清国からの元利償還は， i青

国革命の動乱発生以後払込みが遅延しその後，大正

6年12月以降は中国の世界大戦参加の代償として 5年

間支払延期の措置をとり，その期限満了とともに，元

利償還金を匝接対支文化事業特別会計へ繰り入れるこ

ととなった。

注 1 この閣議は，松方の譜議に対して「議会に於て歳出

予算に伴はざる歳入に関する法律案を議するのは違憲の

こと」であるとL、ぅ反対意見が!l:!て，これを名目上の理

由として松方案を不採用とした(松方正義「財務経営之

一斑」明治45年6月による〉。

第 2節 目清戦争賠償金の管理と運用

1 賠償金の財政上の役割

日清戦争の賠償金は，明治28年4月18日調印の下関

講和条約第4条によって，軍費賠償金庫平銀2億両と

その延払い利子，および同条約第8条ならびに別約第

1条によって，威海衛守備費舘却金の年額50万両を受

領することになったo その後，遼東半島還付に対して，

同年11月8日調印の奉天半島還付に関する日支両園間

条約第 2条によって，報酬金3，ωo万両を加えた。乙

の軍費賠償金は条約第 4条但し書によって批准後 3年

内に皆済され，利子は元金に組み入れられ，同時に威

海衛守備費鎗却金も 3年間で打切りとなったので，実

際に領収した賠償金の総額は，実貨3，8∞万ポンド，

邦貨にして 3億 5，836万円であった(第 3-1表参照)0

この額は，明治28年度歳出額の 4.2倍に上る巨額で
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あり，したがって，日清戦後の積極経営に賠償金の果

たした役割はきわめて大きかった。

第3-1表 日清戦争賠償金受領額

1 d>.nhR l英 貨|邦貨換筆
項 目 |庫平銀|換算額 l実夜、積

i 千両 i千ポンド iーニ唄
軍費賠償金 I2∞，ωI 32，901 I ::Sll， U"I"6 

遼東半島還付報酬金| ぬ，0∞ I 4，935 I ω，907 

威海衛守備費鋪却金 1.印O 247 2，380 

231，玖)()1 38， 083 1 3回.360

備考:r明治大正財政史」第 i巻 152'" 153ページによる。

すなわち，この賠償金は，第一に，日清戦争の臨時

軍事費の不足を補填し，第二に，軍備拡張，製鉄所創

設などの軍要国策の経費の財源となり，第三に，受領

した英貨を金準備として，金本位制の確立に寄与し，

第四に，一時の余裕金をもって，歳計の不足を一時補
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填し，不況時の財界救済資金融資に一役買うなどの財

政上の効用をもたらした。

2 賠償受領の方法

明治28年5月，大蔵省は賠償金を庫平銀両で、定めた

条約を実行するに先だって，これを英貨に換算し，イ

ギリスにおいて受領する方針を決定し， r償金受授11厨

序要領」を起草し総理大臣に提出した。

条約でし、う廟平銀両というのは，単に官用公秤をも

って秤量した銀若干両という意味で，この名のついた

貨幣が存在したのでは;ないから，その品位，換算方法

を確定する必要があった。また，清国がこの償金を支

払うため，欧州!で外債を起こすことになったので，も

し東洋において銀貨で償金を受け取るときは，東洋市

場を撹乱するおそれがあった。また，当時世界の大勢

は金本位制に向かつており，銀価は低落の趨勢をたど

り.政府はわが国に金本位制を布く機会を待っていた

時でもあった。そのため政府は，清国が起債した賠償

金を英貨によって，ロンドシで受領する方針を決定し

たのである白

同年7月，総理大臣は，この大蔵省案を外務大臣に

移牒し，清国政府の意向を確かめて同意を得た。そこ

で，さらに大蔵省は庫平銀の品位量目を調査して，

「軍費賠償金受領順序案Jを定め，主計官野村虎次郎

を主任官として清国に派遣し庫平銀一両の量目およ

び英貨換算方法およひ、受領方法について談判を行なわ

せ， 10月6日これを決定した1>。

償金は28年10月31日から31年5月7日までに数回に

分けて，ロ γ ドンおよびベルリンで領収され，条約発

効後3年内に皆済された結果，条約上の取決めによっ

て利子が免除となり，利子として支払われた分は元金

に組み入れられた。領収した英貨は，大蔵省収入官吏

を経て，日本銀行ロンドン代理唐に交付され，同庖は

直ちに英蘭銀行に寄託預けとした。ただし一部ベノレ

リγで領収した分はドイツ帝国銀行に当座預金し，数

決に分割してロンドンに回送した。この英貨は，領収

当日の横浜からロンドンあて参着為替相場で‘邦貨に換
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算され，軍費賠償金および遼東半島報酬金は特別資金

(償金特別会計)に， 威海衛守備費鎗却金は一般会計に

編入された。

3 賠償金の管理制度および管理機構

賠償金は，一般歳入歳出と区別して，償金特別会計

(明治29年3月法律第 6号により設置)で経理された。こ

の会計は28年度から発足したがへ 開会計設置の理由

は，第ーに，賠償金の受領および支出が数年にわたる

こと，第二に，賠償金の回収に際して金融市場に変動

を与えないように，為替あるいは金銀地金の現送を行

なうなどの措置をとる必要があり，また，賠償金の未

使用分は有価証券を購入して利殖する必要があること，

第三に，急速にわが国に回収できない賠償金を払い出

す必要が生じたときは，ロンドン保有の償金〈金地金ま

たは英貨〉を日本銀行に預入し，これを準備として発行

した先換券を政府が借り入れ支出する途を開くこと，

の3点にあった。

なお，償金特別会計法は，明治32年に一部改正され

〈明治32年2月法律第 8号)， 資金を国庫内の他会計に一

時繰替え使用できることにしたo これは31年度に不況

のため既定の事業公債を発行で、きない状況となって，

一時，賠償金で立替払いを行ない，他日，公債を募集

してこれを返却する方法を採用するための法改正であ

った。以後，一般会計および在外帝国専管居留地特別

会計に対し， しばしば，この規定に基づく繰替払いが

行なわれたO

償金特別会計は，明治38年度限りで廃止され，所属

の現金，有価証券，他会計との貸借計算は，国債整理

基金特別会計に編入された(明治39年3月法律第6号附

則第11条〉。

ミの償金の保管，回収，管理，運用利殖等について

の事務は， 大蔵省主計局。。年4月官制改正以後は理財

局)国庫課内の償金取扱掛がいっさいを受け持ち， 明

治29年10月，取扱手続を明文化し， r大蔵省償金事務

取扱順序」によって処理された。

なお，ロ γ ドンに保管された償金は，日本銀行ロン

• 

ドγ代理庖に寄託され，保管，運用の実務を行なわせ，

ロンドンに派遣した日本銀行監理宵にこれを監督させ，

きらにイギリス駐在公使が監理官の職務を監督した。

そして，大蔵大臣の命令がなければ，寄託金の出納を

行なえない組織とした。

4 賠償金の使途および運用

賠償金の支払計画は，早くも28年8月の松方意見書

にその構想が立てられたが，これを継承し一部手直し

をして， 28年12月閣議決定された。まず日清戦争の臨

時軍事費会計を28年度末で終結するにあたって，その

軍資金の不足は，公債募集のほか賠償金繰入れで補填

することとなり， 28年度に 7，895万円が臨時軍事費会

計に繰り入れられた。

さらに陸海軍拡張費にあてる分は， 29， 30年度予算

で決められた第 1期， 第2期軍拡計画財源、3億 1，300

万円のうち， 4，0∞万円を普通財源で， 7，700万円を

臨時軍事費財源に予定していた公債の振替えの意味で

公債支弁とし，その残額 1億 9，600万円は償金を支出

することに決定した。これは29年度から38年度までに

支出された。次に製鉄所創設費は，当初の 500万円を

58万円と変更し 29，30両年度に支出された。また，30

年度予算で臨時軍事費会計から一般会計に引き継いだ

事業，および31年度予算で台湾の経費補充金に充当す

る分合計1，500万円は{賞金でまかなわれることとなり，

30， 31年度に 1，521万円が支出された。以上はL、ずれ

も一般会計に繰り入れ，それぞれの使途に供された。

こうして31年8月末には，償金の費途は大半決定され，

使途未定の残額がおよそ 7，0∞万円となった。政府は，

うち5，(削万円を当初計画どおり非常準備金として残

し， 2， (削万円を帝室御料に献納することとし，議会

の協賛を経て， 31年12月， 償金所有の公債(整理公債

および軍事公債額面2，166万7，800円〉をもって，帝室御

料編入を終えた。翌32年2月，非常準備金5，(削万円

の積立方法について閣議に粟請し，軍艦水雷艇補充基

金に3，(削万円，災害準備基金，教育基金にそれぞれ

1，(削万円を繰り入れ， 3基金各別に特別会計を設置
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して，基金の運用利殖金を目的の用に供し同時に 3

基金を非常の際軍用にあてることができる体制を作っ

た。この意図に添って，この基金は，のちに北清事変

および日露戦争の戦費に流用された。

したがって，償金特別会計一一歳計上の名称は特別

資金一ーの歳入歳出は，清国からの賠償金とその運用

利殖金を歳入とし，以上述べた諸項目に支出されたの

であるが，そのほか，前述のように一般会計および専管

居留地会計への一時繰替え使用が特別会計の規定に従

って行なわれた。しかしながら，このような歳計上に

現われた使途のほかに，この償金会計は，受入れから

支出に至るまでの余裕金の運用に，財政運営上の妙味

を発揮した。その第一は，明治30年の金本位制樹立に

あたっての正貨準備充当であるが，これは第3節で記

述する O いま，その他の運用について概略を列記すれ

ば次のとおりであった。

(1)日本銀行への利付預け入れ

明治29年末の金融資金にあてるため，償金部一一償

金特別会計保有の特別資金を通称償金部と称したーー

の英貨1ω万ポンドを期限2週間，年利 3%で日銀に

預け入れしたのを手はじめに， 30年3月から32年12月

の間，数次にわたって償金英貨を， 1年期限または 1

週間の通知預金で，年利 1"'2.5%の条件で日銀に預

け入れし，多い時で預入高は 320ポγ ド，延べ 640万

ポンドに達した。この資金は正貨流出の防止，あるい

は横浜正金銀行業務の拡張・円滑化のため，正金のロ

ンドンにおける為替資金などに貸し付けられた。これ

は30年 1月以降34年1月1日までに漸次返納された。

(お京仁鉄道関係貸付け

明治29年3月，米人モールスは，朝鮮政府から京城・

仁川i間の鉄道敷設の特許を得たが，資力不足のため特

許権を売却しようとした。そこで政府の指導で，渋沢

栄一ら実業家は京仁鉄道引受組合を組織し，モーノレス

に5万ドルの保証金を払って，鉄道完成後は特許権と

ともに鉄道も同組合に引き渡すことを，モールスと契

約した。その後モールスは，ヲ!受組合に保証金増額を

請求したが，当時，露・英・仏の資本がこの鉄道敷設権
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を買収しようとする動きもあったので，円本側が鉄道

W~成までの資金をモ ールスに貸し付ける こ ととし， 3却0 

年11月， 11 

余ポγlドηJつ〉を年刑利lロ2%でで、7頂責け入れ， 貸付けにあたらせt.::.o

なお該貸付金は，翌31年，鉄道;結成をまたずヅ|受組合

が鉄道および作目:.jf~の if~波を受けることにな り，その

支払代金 180万円を政府貸付食に仰し、だく32年1月14日

間議決定により一般会計から玄IJI)ので，同年2月，横浜

JE金銀行はモー/レスから11ij記 100万円を返金させ，こ

れを償金f.i~に返))J した。なお ， 一般会計からの京仁鉄

道貸付金は， 39年 7JJ 政府がぶ釜鉄道を只収したとき，

J1.収1illi耕と相殺 した。

(3)内国債の引受または購入

明治29年 3刀，軍事公{JC1，000万円の公募にあたっ

て，予Jmどお り公u'eが消化されず，応募額わずかに

]50万円にすぎなかったので， 有rmri500万円を償金で，

減額を rI銀で引苫受けたロこれは翌30年 5，6月に，

預金部所有軍事公債のロンドン市場売却にあたって，

預金部所有鉄道公債 (11月，大日本帝国 5分利公債と改割合

と交換された。また， 31年 1月，金融逼迫によ り事業，

鉄道公債が公募不能に陥ったとき，額面 1，580万余円

全額を償金で引き受けた。

次いで， 31年 4月13円閣議決定により，金融市場救
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済ならびに工業会社の救済資金にあてるための勧業債

券発行を有利にするため，償金背j)で‘市場の公債を購入

することとし，日銀を通じて実行させた。同年10月

停止命令が山るまで， 償金部が買い入れた公債は額

面3，870万円，購入価格 3，699万円であった。次いで，

翌32年 4月下旬から約 1カ月間，公債の市価維持を目

的として， f賞金により額面198万円，価格197万円の公

債を購入した。これは， 31年度に募集予定の事業 ・鉄

道公債が圏内で公募できないため，外債としてロン ド

ン市場で募集することにしたが，これに先だって，日

本の公債価格のテコ入れを行なう必要があったためで，

32年 3月，償金特別会計から日銀に軍事公債 500万円

を売却しこれを買入資金と して，市場操作を行なっ

たのである。

以上， f賞金によって応募または買い入れた公債は合

計額面 6，400万円， 価格 6，161万円で，これらは帝室

御料編入，災害準備基金，教育基金繰入れ，買上消却，

日銀または預金部への売却などによ って，33年度末ま

でにことごとく払出済となった。

(4)勧業債券，興業債券の購入

明治31年，不況が深化し，紡績，毛織物等の輸出品

製造会社の事業内容が悪化し，大阪財界から政府に救

済資金貸出しの陳情があった。そこで井上蔵相が尽力

して，前述の 4月13日閣議決定と

な り，創業まもない勧業銀行に債

券を発行させ， これを償金部が

500万円を限度として 引き受け，

勧業銀行を通じて工業会社に救済

融資を行なわせた。さらに同年10

月，勧業銀行は北海道の土地抵当

貸付けにあてるため勧業債券を発

行したが，その市場応募残額も償

金部で引き受けた。 したがって，

31年 3月から翌年5月までの 5回

にわたる勧業債券発行高およそ

650万円 のうち，政府引受分 374

万円は，全額償金会計の引受けで

あった。

また，明治37年の第 4回，第 5回，第 6巨|興業債券

合計 300万円は，決;冶捧公司併款に充当するため発行

されたが，これは全額償金部引受けであっ た。

なお，これら償金部の債券保有高は，償還または売

却によって減額したが，残額は国債整理基金に継承さ

れた。

(5)外国債，外国証券の購入

ロン ドンに寄託された償金の矛IJ殖方法としては，し、

つでも英貨に交換できるイギリス大蔵省証券，インド

英貨証券，インド大蔵省証券の応募または買入れが行

なわれ，明治30年 3月から32年10月までに，その合計

額は額面 780万ポンド，{i11i格 742万ポン ドに上った。
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また， 32年 7月から33年12月末までに， 11本帝国 4

分利付英貨公ほおよひ1女府保証付半事:公民約 600万ポ

ンド (n入価格390万ポンド)を買い入れt.::.o これらの証

券は，償還または売却]によって，34年度末までに全部

払出済となった。

注 1 10)J 6円調印の設定告によれば.間平銀 1両を純銀

575グレイン82と定め. 28年6.7. 8の3カ月のロンド

ン銀胤相場の平均によってあらかじめ償金額を英1'i:に換
算しておき，受授の期日にロンドンで受領するというこ

ととなって，銀価低落による損失を未然に防いだ日本に

有利な方法が採用された。

注 2 第l回払込の償金は.いったん28年度一般蔵入に編

人されたが，償金特別会計の設置によって，同会計の特

別資金に更TE編入された。

第 3節 貨幣法制定と金本位制の実施

金本位制採用の経過

明治19年 1月1日，日本銀行発行の免換銀行券およ

び維新以後発行された政府紙幣の銀貨先換が開始され

て以後，わが国は法制上は金銀複本位fljlJをと りながら，

事実上は銀本位国となったO しかし， 1870年代以後，

欧米諸国があいついで金本位制を採用し貨幣用の銀

が市場に放出されたことと ，銀鉱の発見などによって，

|吐界の銀相場は漸次下落の一途をたど り，明治26年，

インドの幣市Ij改革実施後さ らに暴落を貫ねた。この!日!

の銀fflIiの低落と変動が円本経済に及ぼした影響は甚大

で，明治20年代後半，日本の金本位制採用をめぐって，

朝野にわたって賛否両論の意見がたたかわされた。

明治26年10月，大蔵大臣渡辺国武は貨幣~jjIJ度調升.会

を設置し(明治26年10月期j令第 113号)，同勅令第 1条で

次の項目を調査審議することになった。

( 1) 近時金銀価格変動ノ原因及其 ノ一般ノ結果

(2) 近時金銀価格変動ノ我邦経済上ニ及ホス影響

(3) 近時金銀価格ノ変動ハ我邦現行貨幣制度ヲ改正
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スヘキ必要アルヤ否，若シ其必要ア リト スノレ トキ

ハ新ニ採用スヘキ貨幣本位蛇施行方法

この調査会は，明治28年 7月に調査を終了 し， 大臣

に報告書を提出した。それによると，金銀比佃jの変動

が日本経済に及ぼす影響については，銀側低落が輸出

増進に寄与するから喜ぶべきであるとし、うな見と，貿

易渋滞，物fllli lJ1~貨をまねき，ついには愉入組過をもた

らすから，長期的にみて益なしとし、うな見に分かれ，

採決では10刈 5で;'fltr者の怠見が可決された。また，幣

制改革の必要性については，直ちに必要としないが，

将来改正をWlするとし、うな見をも合め，改正の必要あ

りとする者8名，必要なしとするもの 7名，{民間 1.f， 

とL、う議決となり ，必要ありとする者8名付二" 6名は

金本位制を可とし，他の 2才Iは金銀桜木位11;IJを可とし

た。採決に参加した委員のうち1}， 大蔵省、均等官とし

て列席した|坂谷主計局予算決算課長，添田官房第三課

長は，一貫-して現行制度を否と し， 金本位制を主張し

たが，世論の動向はいまだそこに至 らず，しかもこの

時期には，金本位制施行に必要な金準備の用意がなか
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ったため，その芯・手には鴎路せざるを得なかった。

ところが，明治28~，目的戦争賠償金を英貨で獲得

することによ って懸案の金準備を得て，金本{¥liI1U樹立

の絶好の機会が与えられる ことになった。幣制改革の

立役者松ブJ蔵相がのちに回顧するところによると，松

方はすでに銀本位制採用のと き，金本件:1111Jへ移行する

ための-f創作?として先換制をしき， やがて金木位制へ

漸進する ことを期していた。そして下関条約によ って

的問からの賠償金受領が1iit定した翌月，早くも「償金受

授受領要倣」を起草して，償金を英貨で受け取る方針

を立て，10月から順次ロンドンで償金を受領し，この

英貨を金協に梓えて金本位制施行の準備を進めた。そ

して30年 1月，同際的な金制比仰が明治 4年制定の新

貨条例の規定のち ょうど 2倍の 1: 32余となったのを

機会に， liiJ年2月25n，貨幣法およびその付属法規が

|羽誠に舵川された。

しかしながら， この金本位制採用に対しては，渋沢

栄一 ・安田普次郎らの実業家をはじめとして，反対者

が多かった。反対の理由のおもなものは，銀側の低落

は輸出の増進に寄与している O 特に銀本位国の多い東

洋市場に貿易を伸ばす必要上，金本位制の施行によっ

て発展途上にある紡績業が打撃をこうむるなどの影搬

を避けたい。償金を当面の金準備としても，すでに使

途の定まっている償金を費消したのち，金準備を保持

することに不安がある，などであった。伊藤博文らの

政界実力者も また， 当時金本位制にふみきるこ とに疑

問をもっていたが，時の首相兼蔵相の松方は，貨幣法

案の閣議決定直前に，伊藤博文 ・井上馨 ・大限重信ら

の政界実力者を説得し，その了解を得たのであった。

2 貨幣法および付属法規の制定

こうして，貨幣法案およびその付属法規は，明治30

年3月第 10議会に提出され， 無修正で議会を通過し

た。この貨幣法(明治 30年3月法律第16号〉を軸とする

第2次金本位制の大要は次のとおりである。

(1) 円の単位を純金の量自の 2分 (750ミリグラム)

とする。これは明治 4年の新貨条例の l円の純金
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量日のち ょう とでド量にあたり， また当時通用して

し、た 1円銀貨の実側と等しし、。すなわち，この間

27年にわたる幣怖の低落をそのまま追認して，銀

から金への本位転換による物価への影響を避けた

のである。

(2) 1円銀貨の製造を廃止し免換銀行券および政

府紙幣は金先換とし，党換の基礎となる正貨準備

のうち，銀貨および銀地金の保有は 1/4以内とす

る。

(3) 30年10月1日から金本位制を施行する。

また，松方蔵相は議会での貨幣法提案理由の説明に

あたって，金本位制への危慎にこたえて，概略，次の

ように述べた。

(1 ) 日本から年々輸出された巨額の銀貨が逆に流入

して，金との引替えを迫られるのではないかとの

懸念については，日本の銀貨は中国方面ではほと

んど地金として通常の取引に用いられ，投機のた

め市場から引き揚げられる可能性は少なし、。また

銀貨と新金貨の交換割合は，実価よりやや銀価を

低く定めているから，多量の金流出が起こること

はないと考える O

(2) 将来にわたっての金準備の保持については，生

産力，輸出力を増大することが肝心で，とくに国

産金は少ないから台湾の産金奨励とあわせて，朝

鮮 ・清国方面からの金の吸収を図る予定である。

この金本位制の実施準備のため，大蔵省でとった具

体的な措置は，

(1) 償金英貨による金の購入 明治29年 1月，渡辺

蔵相は日本銀行に対し，償金を正貨で回収する場

合は金銀併収の方針をとるよう指示した。これは

金銀比価の変動によって，国庫に巨額の損失を与

えないためで、あった。ところが，同年 9月，第2

次松方内閣が成立する と， 早速その翌日，松方蔵

相は断然、金本位制採用を決し，償金回収の方針を

改め，主として金塊の購入または英貨の現送によ

ることとした。こうして， 29年 1月から翌30年 9

月までに，償金回収のため日本銀行に交換元とし

て交付した英貨のうち， 金購入にあてた分は 773

万 3，500余ポンドにのぼった。

(2) 新貨幣の鋳造 購入金塊は日本銀行から造幣局

に輸納され， 30年4月から夜を日についで新本位

貨幣の鋳造が行なわれた。 9月末円までに10円，

20円の新金貨4，958万余円を鋳造し，さらに 5円，

10円の金貨の増鋳を続け， 31年 4月までに鋳造さ

れた新金貨は，総額 7，445万余円にのぼった。ま

た，1門金貨は形態が小さくなりすぎるため鋳造ー

できないので， 50銭， 20銭， 10銭の補助銀貨が同

時に増鋳された。

(3) 金 ・銀貨の引換え準備 貨幣法の実施期が近づ

くと ，外国銀行の中には日本の金本位制実施に疑

念を抱くものもあったが2)• 大蔵省では，10月1

日以降請求があればどこまでも金貨先換に応じる

体制をと って，9月 1円銀貨の引換え方法を公

表 し，またその通用期限を31年 4月1日限 りと定

めたO また旧貨引換え期限については，貨幣法で

通用禁止後満 5年と定めたが，将来銀が下落する

ー
と，予想外に銀貨が帰来して損失をこうむるおそ

れがあるなどのために，引換え期限を通用禁止後

3カ月とする法案を第11議会に提出した。このi時

は，議会の解散により法案が成立しなかったので，

翌31年の第12議会に同趣旨で引換え期限を同年7

明治30年の貨幣法によって鋳造された金貨
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月末限りとする法案が提出され，成立した。

こうして30年月10日1日から，銀行券の金貨先換お

よび旧 1円銀貨の引上げが開始された。このため，金

貨は30年 4月から翌年3月までの約 1年間に 7、500万

円弱鋳造されたが，実際に発行された金貨は 4，500万

円で，その後鋳造高は減少した。

こうして成立 した日本の金木位制の特徴は，金貨が

同内でほとんど通用しなかったことであった。制度上

は，日本銀行はし、つでも先換に応じる体制となってい

たが，対外決済に用いられたほか，金貨の大部分は日

本銀行の金庫の中に納まり，国民が金貨を貨幣として

用いることはきわめて少なかった。

こうして，わが国における第 2次金本位制は，明珂円‘汗汗

3ωO年にJ確躍立されJI順|胴慣調にすベ り出した。これは，大正 6

年から昭和5年まで， 12年余の金の輸出禁止による停

止期間をさしはさんで，昭和6年12月にいたるまで統

し、Tこo

3 正貨準備創出のための国庫内の操作と

円銀の処分

以上述べたように，この幣制改革は， 清国から受領

した賠償金を金貨準備として金本位制を確立したもの

であるが，このために賠償金を費消したのではない。

この聞の国庫内の操作は，償金，造幣局，貨幣整理基

金の 3会計を，次のよう に運用 して行

なわれたのである。

(1) 償金特別会計は，ロンドン保有

の資金で金塊を購入し，造幣局へ

輸納する。

(2) 造幣局は，償金会計ーから受け取

った金塊を金貨に鋳造し，償金会

f.!へ返イ、j'するO

(3) 償金会計は，この金貨を旧 1円

銀貨と引き換え，引揚げ l円銀貨

を額面価格で貨幣整理資金特別会

計へ引き渡すO
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(4) 貨幣整理資金会計は，償金会計から購入した銀

貨を市価で造幣局へ売り渡す。

(5) 造幣局はこの銀貨を原料として補助貨幣を製造

し，これによって生じた益金およびその他の益金

を，造幣局会計から貨幣整理資金会計へ繰り入れ

る。

(6) 貨幣整理資金会計は，引揚げ l円銀貨の購入代

金(額面価格〉と売却代金(市価〉との差額を， (5)で

繰り入れた益金で補填する。

(7) 償金会計は，貨幣整理資金会計から領収した引

揚げ旧銀貨の代金をもって予算指定の費途にあて

るo

こうして， 30年10月1日から翌年7月末日までに引

き揚げられた旧 1円銀貨は，わが国が発行した 1円銀

貨総発行高 1億 6，500万円中， 4，559万円にすぎず，

国外流出円銀の金先換請求が続くのではないかとの危

倶は解消した。

引揚げ銀貨および成貨払証書引換えに輸納された銀

塊は約 7，5∞万円であったが，これは補助銀貨の地金

に充当し (2，756万円)，香港，上海で売却し (4，078万

円)，あるいは，台湾・韓国に輸送して通用に供する

(674万円〉等によって， 31年12月までに処分を終わっ

可~

4、'-0

なお，銀貨引揚期間中，銀貨を貨幣形態のまま売却

処分するときは，表面に@の極印をうった。この極印

付円銀は約 2，0∞万円であった。

注 1会長谷干城および副会長田尻稲次郎(大蔵次官〕は，

採決に参加しなかった。

注 2 外国銀行中には， 10月1日以降の銀行払出しに，金

貨，銀貨のいずれを選ぶかを銀行側で随時決定するとい

う通知を出したものもあった。

第 4節 松方金融構想の実現

i 松方金融構想の発展

明治30年の金本位制確立に前後して，国立銀行の普

通銀行への転化と発券制度の統ーがなり，また，日本

勧業銀行・各府県の農工銀行・北海道拓殖銀行・日本

興業銀行の各特殊銀行があいついで創立され，日本に

おける銀行分業の体系とその法制化がほぼ完成した。

この体系を総括的にみると，

(1) 中央銀行としての日本銀行

(2) 商業金融機関としての普通銀行

(3) 大衆貯蓄機関としての貯蓄銀行

何) 貿易金融機関としての横浜正金銀行

(同長期金融機関として，農業金融ないし不動産金

融を主とする日本勧業銀行，各府県農工銀行およ

び北海道拓殖銀行

(6) 問じく長期金融機関として，工業金融ないし有

価証券金融を主とする日本興業銀行〈北拓銀も一部
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分含まれる〉となる O もっとも，この時期には，台湾領

有に伴って台湾銀行が，また，日露戦後経営期に朝鮮

銀行が植民地中央銀行として創立されるが，この 2行

については，後述にゆずる(第2章第4節〉。

このような銀行分業の体系，特殊銀行制度の構想は，

早くも明治14年，松方正義が初めて大蔵卿に就任した

ときからいだいていたものであった。その後，一部は

早く実現し，他は時の流れとともに少しずづ手を加え

られて，最終的に日清戦後経営のなかで，このような

形で実現したので、あった。そこでし、ま，前期にさかの

ぼって，その経過をあとづけてみよう。

明治14年 9月，松方正義が起草した「財政議」およ

び 15年 1月，同じ松方が提議した「日本銀行創立の

議Jの中で，この構想は，まず最初に明確な形で示さ

れた。すなわち，

(1) 短期商業信用機関としての日本銀行とその傘下

の国立銀行〈普通銀行〉

す

(2) 長期産業信用機関としての興業銀行

(3) 大衆貯蓄機関としての貯蓄銀行

この三本立の銀行体系を「財政の鼎足Jとして，松

方はその創立の重要性を強調した。

このうち， (1)の日本銀行は明治15年に創立され，国

立銀行に対しては，翌日年，将来発券機能を奪って純

粋の商業銀行としての普通銀行へ転化する方針を定め，

(3)の貯蓄銀行構想は，明治18年，駅逓局貯金(のちの郵

便貯金〉などの預金を政府の手で集中管理する預金局

の設置として実現されるが， (2)の興業銀行の構想だけ

は，その後難航を続けて，日清戦後にようやく実現し

ーr~
2、、目。

この興業銀行構想の実現の過程は，次のようであっ

ザ怖

心』。

明治 14--5年における松方の興業銀行設置案は，大

綱を述べたものにすぎないが，そこでは， r資本流通

ノ使ヲハカリ物産ヲ興隆ツ，事業ヲ進捗セシムル」目

的で，殖産興業政策を推進するための長期低利な資本

供給機関を設立する必要性が説かれているo

この興業銀行に関する条例草案が，具体的に大蔵省

で、作成された最初は，明治 17--8年ごろのようであ

る。この時作成された草案は，以前から大蔵省で調査

研究を進めていた外国の制度すなわち，フランスの土

地信用銀行 (CreditFoncier de France)やドイツの土地

金融組合(Landshaft)，土地抵当銀行 (Hypothekenbank)

を参考とし，なかでもフラシスの土地信用銀行を原型

としているが，それをすっかり模倣したものではなか

った。特にその特色は，貸付目的を殖産興業に限定し

たことで，政府の保護干渉の度合いの濃いものであっ

た。ところが，この大蔵省起草の興業銀行草案が参事

院に上程されると，農商務省から強い反対が起こって，

ついに陽の目をみることができなかった。農商務省で

は，このころ大蔵省と別途に興業銀行条例の草案を検

討していたが，大蔵省が中央集権的な方法で，上から

の資本供給により近代的工業を発展させようという考

え方をとっていたのに対して，農商務省は地方の産業

発展を援助するための資本供給機関を計画していた。
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両省、案の相違は，その殖産興業のイメージにおいて大

きな隔たりがあったところから発したようである。そ

の後，大蔵省では銀行局長加藤済を欧州に派遣して，

さらに調査にあたらせ，また農商務省で、も殖産銀行設

立に熱意、をもっていた。また民間においても，ょうや

く政府の興業銀行設立を期待し，促進する意見も現わ

れてきたが，いまだ実現をみず，見送られている聞に，

政府の紙幣整理が成功し，民間企業勃興の機運が生ま

れてきた。

明治10年代の終りから20年代の初めにかけて，鉄道

や製造工場などの企業に資金を供給したのは，主とし

て国立銀行であった。国立銀行は，本来商業銀行とし

て発展させるべきものと考えられていたが，貸付金の

大半を事業に投資し資本が固定して，そのために商業

金融の健全な発達が妨げられるばかりでなく， 23年の

恐慌に際してその悪弊が明るみに出て，日本銀行は，

その救済のために定款にない見返担保融資を行なうこ

とになった。これらの事情は興業銀行条例の立案を急

がせ，農業・工業金融を行なう単一の銀行としての興

業銀行設立案は発展して「興業J，r農業J，r動産」の

3銀行設立構想として起案されるに至った1)。

このとき新たに登場した動産銀行案は，製造工業，

運輸業などの動産(主として株式〉質に貸付けする金融

機関であって，株式に固定した商業資本を解放して，

株価の回復，金融の緩和を図り，間接的に事業の振興

を図ろうとするものであった。これは，フランスの動

産信用銀行 (CreditMobilier)にならったものである。

これに対し不動産銀行としては，全国唯一の「日本

興業銀行」と，各府県に「農業銀行」を設立し，農業

銀行に持地小農のための貸付けを行なわせ，興業銀行

は農業銀行の中央銀行として，これに資金援助を与え

て，農業の発展を図ろうとするものであった。

この新構想、による各銀行法草案は，明治23年， 24年

ごろ検討が続けられ，興銀・農銀の設立案はμ年12月

の第2議会に提出する計画があったが，上程されず，

法案はまたも槻ざらしとなった。

その後，大蔵省では， 26年に三たび興業銀行・農業銀



第3j切経済の発展と大蔵省

行に関する立法の検討を始めベ 27年12月，時の蔵相

渡辺国武は，この 2法案を閣議に提出し，決定をみた。

しかし，日清戦中であったので議会上程を延期し， 29 

年に至って「日本勧業銀行法j，I段工銀行法j，I良工

銀行補助法」の 3法として成立するこ とになった。従

来の興業銀行 ・段業銀行の名称は，この 3法案の閣議

提出直前に勧業銀行 ・政工銀行に改められた。

た動p~鋭行設立案は，その後一再ならず検討され

たが，只体化は口市戦後の反動恐慌が深刻化するなか

で促進され，のちに「日本興業銀行」 として結実 し

すこO

2 特殊銀行の設立

こう して，殖陀興業のための長期低利資金供給機関

は，松方構想の発端から10数年を経た日清戦後経営j胡

に，まず，円木銀行 ・横浜正金銀行に統く第 3，第4

の特殊銀行と して，日本勧業銀行 ・各府県農工銀行が

設立されることになった。

このために，第9議会で「日本勧業銀行法j，I農工

銀行法j，I農工銀行補助法」が制定された(29年4月法

律第82，83. 84号〉。この 3法は互いに関連しているの

で 3法の概略を説明し，勧銀 ・農工銀の性格と役割

を明らかにしよう。

(1) 勧業銀行 ・農工銀行の設立目的は，殖産興業の

達成であって，そのために営利を犠牲にすること

はやむをえない。

(2) 勧銀は資本金 1.000万円で全国に 1行，農工銀

は各府県に l行ずつ，資本金20万円以上，株主は

区域内に原籍 ・住所をもつものに限り，府県区町

村も株主たりうるとの制限をもって設立する(勧

銀法第 1.2条，農工銀法第 1，4，5条〉。

(3) 両銀行とも貸付目的を「農業工業の改良発達の

ため資本を貸付けする」ことに限定する(勧銀法 1

条，良工銀法第 1条〉。

(4) 業務は不動産抵当の年賦貸付け(勧銀50年，農工

銀30年以内〉および公共団体に対する無抵当の年

賦または定期貸付けとし，農工銀行にのみ工業者
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または農業者20人以上連帯の場合の無抵当貸付け

および農工業者の定期預金受入れが許される(勧

銀法第14.15条，農銀法第6.12条)。

(5) 資金調達のため，勧銀は払込資本金の10倍，農

工銀は 5倍の債券発行が認められ，勧銀は特に債

券に割増金をつける特権を与えられ，同時に農工

債券引受けをも業務とする〈勧銀法第29.34. 36条，

農工銀法第26条〉。

(6) 勧銀に対しては，創立後10年間，株主配当が5%

に達しないときは，政府がその不足分を交付する

〈勧銀法第55条〉。

(7) 農工銀に対しては，各府県の有租地反別を基準

するとした株式引受資金 (30万円または払込資本金

の1/3以内を限度とする〉を府県に交付 して府県を

株主たら しめ，府県出資分に対しては 5年間配当

を免除するく良工銀行補助法第 1.4条〉。

(8) 大蔵大臣は，勧銀に対して総裁 ・副総裁を直接

任命し，業務を監督し，貸付最高利率を認可するな

ど大きな監督権を有する O 農工銀は頭取等の政府

任命権はなく，府県が直接監督 し， それを大蔵大

臣が監督する(勧銀法第7条，第7章，農銀法第44条〉。

以上のように，勧銀は全国範囲の中央銀行，農工銀

は府県単位の地方銀行と して，業務面では規模の大小

のほかほとんど同一，資金面で勧銀が農工債券を引き

受ける ことによって，両者の聞に「唐歯輔車」の親子

銀行的関係を保つものとして設立された。

さらに政府は，従来，国の事業として歳計によって

まかなってきた公共事業，産業保護費などをこの両行

に肩代わりさせることも期待 したSJO

勧業銀行の設立は，明治29年12月18日設立委員を任

命し，定款作成，株式募集にあたらせ，30年 6月正 ・

副総裁および監理官の任命を行ない，7月設立登記，

30年 8月2日営業開始と速いテ ンポで進められた。

これに対して各府県の農工銀行の設立は，勧銀より

もかなり遅れた。それは勧銀を設立 して，あらかじめ

不動産抵当機関設置の模範を示し，その後同ーの方法

で各地の農工銀行を設置させようとした政府の意図に

よるものであった。

明治30年 6月，勧銀の設立手続完了の翌日 ，大蔵省

は農工銀行設立事務手続を各府県知事に内訓し，これ

に基づき各府県知事から，設立委員の認可申請が行な

われた。定款は各府県に良工銀行定款参考案を配布し

て，これをモデルに作成され， 30年11月静岡良工銀行

の設立免許， 31年 1月同行開業をかわきりに， 33年 9

月阿波農工銀行の開業をもって，全国46行の良工銀行

の設立が完了したO 資本金は尾三役工銀行(愛知県〉の

150万円を最大とし， 20万円の沖縄農工銀行を最小と

して，平均62万円，公称資本金総額は 2，837万円と勧

銀の約 3倍となり，当時の各府県の有数な銀行に列す

るものであった。

北海道には，当初，府県と同様に農工銀行を設立す

ることになっていたが，区域内に原籍と住所を持つも

ののみが株主になれるという法の制約によって，資産

者が少なく金利の高い北海道では株式募集が困難であ

ること，および自治制未施行地のため， 地方自治体で

株式引受けが行なえないことのために，設立が期待さ

れながら果たせなかった。

そこで，大蔵省は拓殖務省、 ・内務省とともに;農工銀

行法の改正を検討し，北海道の特殊事情を配慮 して，

農工銀行法とは別だての第五の特殊銀行設立にふみき

ることになった。 32年2月，北海道拓殖銀行法案は第

13議会に提案され，成立した(明治32年3月法律第76号)0

同法によれば，

(1) 北海道拓殖銀行は， 北海道の拓殖事業に資金を

供給することを目的として設置する(第 l条)。

(2) 資本金は 300万円，うち 100万円を政府が出資

する〈第2.25条〉。

(3) 債券発行の特権は良工銀行と同じく資本金の 5

倍とする(第12条〉。

(4) 業務は，農工銀行と同様の長期不動産金融のほ

か，農産物および株券，債券を担保とする貸付け，

債券の応募引受け，荷為替取扱いのほか，預金業

務も認められた(第 7条〉。

要するに，拓銀は農工銀と同様の不動産金融のみな
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らず，動産金融，商業金融の機能をも併せもつ総合銀

行として設立されたので‘ある。

以上のように，不動産を抵当とする金融機関の設立

が，日清戦後いち早く日程に上ったのにますして，株式

等の動産を抵当とする機関は，日消戦後も添田官房第

二課長を中心に，引き統き研究されていたものの，勧

銀 ・良工銀の設立事務が優先されて ，表面に現われな

かった。

ところが， 円滑戦後一時活況をきさした経済界は， 29 

年下期に早くも反動恐慌にみまわれ，その後も株式 ・

金融界がはげしく動揺し，金融逼迫が統し、た。このな

かで，民間企業への外資導入を容易にするための窓口

機関設置を望む声が高まって， 31年2月，民間有志、に

よる「動産銀行設立期成同盟会」が発足した。政府と

しても， 普通銀行の事業融資の固定化が金融逼迫の原

因となっている実情からみて，新たな動産銀行を設立

し株式に固定した資金を解放しようという意図をも

っていた。 31年 6月末，第 1次大限内閣が成立すると，

松田蔵相は民間の要望に答えて「動産銀行法案」を閣議

に提出したが，内閣が短命で更迭したため，その意図

を実現できなかったO 統し、て成立した第2次山県内閣

の松方蔵相は，議員や民間有志からの要望にもかかわ

らず， 当初，前内閣の起案になる動産銀行法案を積極

第9代大蔵大臣松田JE久
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的に推進する態度を示さなかった。 32年12月，第13議

会が開会されると，議員立法として前内閣立案と同趣

旨で「日本興業銀行法案」が議会に提案された。そこ

で政府は，その対案として，以前作成した法案を手直

しして「日本動産銀行法案Jを急拠同議会に提出する

ことにした。

この両案の相違点は，議員案は興業債券にも勧銀と

同様割増金を付すること，発行限度を資本金の 10倍

(政府案5倍〉とすること， 債券を外国で発行する場合

に限り，政府は法律でその元利支払いを保証するとの

項目が挿入されていることであった。政府案は特にこ

の債券発行に対する政府保証規定を入れることを嫌っ

て代案を作成したのであった。政府も政党側もいずれ

も外資導入には賛成であったが，政府見解によれば，

債券濫発によって国庫負担を増大させるおそれがある

というのであった。この法案に対しては，貴族院が政

府見解を支持して衆議院と対立し第13議会で不成立

となった。翌年の第14議会に，政府は前議会と同ーの

法案を提出し，再び外債発行に対する政府保証をめぐ

って論議が展開された。そして「外国ニ於ケル債券発

行ノ規定ハ別ユ法律ヲ以テ之ヲ定ム(第14条但書)Jを

政府案に挿入することで妥協が成立し，動産銀行の名

称を「日本興業銀行」と改めて議会を通過した〈明治

33年3月法簿第70号〉。

同法によれば，

(1) 日本興業銀行は資本金 1，∞o万円とし，払込資

本金の 5倍まで債券を発行できる〈第2，21条)。

(2) 業務は，有価証券を質とする貸付け，有価証券

の応募または引受け，預り金および保護預り，有

価証券に関する信託業務の 4種とするく第9条)。

(3) 創立後5年間に限り，株主配当が5%に達しな

いときは，政府から補給金を交付するく第お条〉。

(4) 大蔵大臣は総裁を直接任命し，営業を監督する

など，大きな監督権を有する〈第18-25船。

(5) 園内における債券発行は大蔵大臣の認可により，

外国における債券発行は別に法律で定める〈第14

条)0
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となっており，勧銀法と異なる点は，貸付目的を限定

せず，また当初から預金業務が認められていたが，一

方，債券に割増金を付する特権がなく，債券発行限度

や配当補給期間などは勧銀の約半分であった。

設立手続は勧銀と閉じ方式で進められたが，たまた

ま33，34年の恐慌に際会して株式の募集が遅れ，金融

の好転をまって， 35年2月好況裡に株式募集を終わり，

同年3月創立総会，設立登記を行ない， 4月11日営業

を開始した。

これで，日本銀行とともに，商・農・工それぞれの

分野の金融機関が備わった。

また，この時期には内外の経済活動の伸長に即応し

て，既設の日本銀行および横浜正金銀行の 2特殊銀行

について改正が加えられた。その第一は，日本銀行の

先換銀行券保証発行限度の拡張で， 32年に 8，500万円

から 1億 2，000万円に拡張された〈明治32年3月法律第

55号〉。第二は，両行の資本金の増額で，日銀は28年第

2回増資を決定し，戦前公称資本金2，∞o万円，半額

払込済であったのが，公称3，∞o万円を31年2月まで

に全額払込済となった。正金は， 29年資本金の倍額増

資を決定，以前の未払込分も含め， 32年までに 1，2∞

万円全額払込済となり，さらに中国大陸への貿易の伸

長を期して， 32年に再び倍額の増資を決定， 33年に公

称資本金2，400万円，払込資本金1， 8∞万円と規模を

急速に拡張したo

3 国立銀行の普通銀行への転換

松方金融構想のうち，商業金融の中核となるべき日

本銀行は，いち早く明治15年に創設され，紙幣発行権

を一元的に掌握する目的をもって，翌日年5月には国

立銀行条例を改正〈太政官布告第14号〉して，国立銀行

は開業免許後20カ年で私立銀行に転換すること，その

間に国立銀行の紙幣を順次消却して，満期と同時に紙

幣消却を完了し，以後，紙幣発行権を日本銀行で占有す

るという体制を整えた。これによって，国立銀行は明

治29年から順次銀行条例による普通銀行へ転換を遂げ

る予定となっていた。ところが国立銀行の紙幣消却は

-

¥ 

; 

遅々として進まなかった。それは国立銀行の紙幣引換

準備金を日銀に積み立て，その元資を公債に替え，公

債利子を紙幣の消却にあてることになっていたが，松

方デフレーション政策の成功の結果として， 16年当時

の計算より公債利率が低下したため，消却が計画どお

り進まなかったためで、ある。そこで，各国立銀行は明

治21年ごろから紙幣消却延期の運動を行なった。大蔵

省は 23，24年頃その対策を検討したが， この段階で

善後策を提案するのは時期尚早であるとして，既定方

針を変更しない旨の意志表示を行なった。そして，国

立銀行の営業終期がしだいに迫ってきた27年2月，大

蔵省は「国立銀行処分ニ関スル法律案」を閣議に提出し，

国立銀行の普通銀行転化のための手続を定め，第6議

会に提出した。法案は解散で成立しなかったが，これ

には紙幣消却に関する規定がなかった。それは，大蔵

省、が紙幣消却の手続は大臣の権限によって取り扱う問

題で法制化すべきことではないとの見解をもっていた

ためで、あった。ところがその後， 27年6月，全国の国

立銀行は，営業年限の10年延長を掲げた「国立銀行延

期趣意書」を発表し，各方面に運動を展開した。翌28

年 1月，政府は第8議会に前年と同じ法案を提出する

と，これに対抗して，国立銀行存続期限の10年延長を

うたった「国立銀行条例中改正」案が議員立法として

同議会に提出された。衆議院は議員提出案の延長期限

を7年と修正可決 (132:104)し，一方，政府案を否決

(117: 137) した。これによって政府は窮地に陥った。

政府案反対論の中には，日本銀行による紙幣発行権の

統ーを是認せず，国立銀行の営業を延長する聞に善後

策を講巳ょうという意見をもっ者もあったから，国立

銀行の営業期限延長を認めるとすれば，日銀創設当初

からの幣制統一の方針を逸脱する可能性が含まれるこ

とになるからである。そこで，政府は議会に陳弁書を

提出し，反対論の非を説いた。また，民聞からも，関

西同盟銀行会，京都・神戸商工会議所などから政府案

決行を促す戸が起こって，第8議会の貴族院は，つい

に議員提出案を否決(邸:112) し，政府案も議員案も

共倒れとなった。

169 

第l章 日清戦後経営と財務行政

そのうち国立銀行の営業満期が目前に迫ってくるに

及んで， 28年9月には圃立銀行の過半を占める91行の

連署で，国立銀行の普銀への転化と紙幣消却の方法を

早期に樹立するように請願が行なわれるなどの動きが

あって，政府は29年 1月，第 9議会に三たび営業満期国

立銀行処分法を提出した。この法案には新たに満期日

に残存する紙幣の消却については，日銀から無利子貸

付けを行なうことが明文化された。これは，これまで

のように，政府が消却手続を議会で口頭言明し了解を

求める方法によっては，再び法案の通過が危ぶまれた

からであった。第 9議会にも，前議会と同趣旨の法案

が議員から提案されたが，各地の商業会議所から政府

案の早期決定の請願が続くなかで，政府案は多少の字

句修正をほどこされて無事両院を通過した(明治29年3

月法律錦7号〉。このとき満期前に普通銀行に転化する

国立銀行-の便宜を図るため「国立銀行営業満期前特別

処分法」が併せて成立し(同第11号)，続いて「銀行合併

法」が制定され(明治29年4月法俸第85号)，国立銀行が

営業満期にあたって整理合併する便宜を図り，同時に，

地方小銀行の割拠の弊を改め，同一法律に基づいて設

立された銀行の合併を促進する体制が作られた。なお，

銀行合併法は， 32年新商法が発布され，会社合併に関

する一般規定が設けられたため， 33年 1月廃止された

(法律第6号〉。

こうして，国立銀行の処分には，既定方針が貫かれ，

処分法成立当時の国立銀行 133行のうち，明治29年9

月東京第一国立銀行の満期継続，宇土第百三十五国立

銀行の満期前特別処分をかわきりにして，普通銀行に

変形継続したもの 122行，満期解散8行，満期前鎖唐

2行，合併消滅1行をもって，明治32年2月に，国立

銀行は跡を絶った。国立銀行紙幣は，適用期離を32年

12月9日とし(明治29年3月法律第8号)，のち 5年間の

引換期限を置いて，全く市場から獲を消した。

4 銀行条例，貯蓄銀行条例の改正と銀行

合同政策

闇立銀行の普通銀行転化をめぐって，政府と議会が
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対立していた明治27，28年に，普通銀行および貯蓄銀

行に対する法の規制緩和問題が議会内外で議論をよび，

これは銀行側の主張が容れられて，銀行条例，貯蓄銀

行条例の改正が行なわれた。

銀行条例，貯蓄銀行条例は，商法の特別法として，

議会開設前明治23年に法律が制定きれ， 24年 1月1日

の商法施行と同時に施行の予定であったが，商法施行

の延期によって，やっと26年7月1日から施行された。

ところが，この両条例が公布されると間もなく，銀行

業者から条例の修正運動が起こった。政府は，その立

法の意図として産業金融は特殊銀行の体系にゆだね，

普通銀行は商業銀行として健全な発達を遂げることを

理想とし，取引先に対する貸付金または手形割引を資

本金の 10%以下に制限し(銀行条例第5条)，また貯蓄

銀行は預金者の公益を擁護する趣旨で資金の運用を厳

重に規制した〈貯銀条例第5，6条〉。しかし，この規定は

当時の銀行業の現実と矛盾し，資金運用の制限が銀行

営業の発展の極槍となっているという理由で，法の規

制緩和に大小銀行が一致してのり出したのである。

それは早くも条例の施行前， 26年初めの第4議会に

おいて，貯蓄銀行条例廃止法案の形で議員から法案が

提出され，政府の反対にもかかわらず，衆議院を通過

したが，貴族院で審議未了となった。その年7月の条

例施行後も，第 5，第 6，第 8議会と引き続き議員提出

で条例の改正案が提出された。その内容は銀行条例に

ついては，普通銀行のー取引先に対する貸付けを制限

した第5条の削除および営業時間の改正，貯蓄銀行条

例については，貯蓄銀行の資金運用を制限した第7条，

8条を削除し，貯金払戻担保のための供託金の減額お

よび担保物の範囲を拡張し(第 4条)，取締役の無限責

任負担期間を退任後2カ年に延長する(第3条〉という

ものであった。この法案は，衆議院では多数の支持を

受けており，政府はこれに対し改正の必要はないとし

ながらも，実際家の言い分にも無理でないところもあ

り，世論が賛成ならあえて反対しないという態度をと

った。しかし第5，第6議会は続けて解散され， 28年

に第8議会において，両条例は議員提案どおり可決し
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た〈明治28年1月法律第13号，法律第17号〉。

こうして，普通銀行，貯蓄銀行に対する当初の厳格

な規制は，施行後2年足らずで削除され，政府の理想

としたイギリス型預金商業銀行としての普通銀行の発

展の夢は潰えたのであったが，この法の規制緩和によ

って，銀行新設に対する消極的要因が取り除かれ，併

せて国立銀行が普銀に転化したこと，および日清戦後

の企業ブームなどの要因が重なって， 20年代後半から

30年代初めにかけて全国の銀行数は異常な増大を示し，

26年に 545行であった普通銀行は， 28年 792行， 30年

1，∞5行， 34年には 1，867行と，史上最大の銀行数を

数えるに至った。しかし，その中には資本金1万円以

下の弱小銀行も数多く，また市中に優良な商業手形が

乏しかったことと相まって，割引手形業務は進展せず，

地方小銀行の不動産貸付けや他業の兼営も盛んで，そ

の経営の劣弱性は，日清戦後のあいつぐ恐慌に経営の

破綻という形で弊害を暴露することになった。

政府はこの事態に対して，明治32年，第14議会に貯

蓄銀行の預金運用制限規定を復活する法案を提出した

が，貯蓄銀行側の反対にあって議会を通過せず， 34年

の恐慌に際し，再度，銀行条例，貯銀条例の法規制復活

の立案を試みたが，業者の反対意見が強く，法案は陽

の目をみず，法規制の復活はついに実現しなかった。

日清戦後，政府は前期の銀行の設立勧奨政策を転換し

て，既設銀行の合同集中によってその基礎を強固にす

る方針を立て， 29年銀行合併法の制定を行なった(前

出〉が，以後はもっぱら法律によらず，行政指導で合

同政策を推進する方針をとった。すなわち，明治30年

から地方長官を通じ合同の必要を勧奨，指導し，また

34年には理財局長通牒をもって，銀行設立認可にあた

って，資本金50万円以上を標準とすることにした。し

かし不良銀行の経営内容は容易に改善されず，日露

戦後にいたっても，不況に際して銀行の破綻があいつ

ぐ状態であった。そこで44年には，大蔵次官通牒をも

って，商法改正による合併規定の改善措置を運用して，

小資本銀行の合併整理を促進するよう地方長官に依頼

し，同時に人口10万以上の市街地の普通銀行設立には

資本金 1∞万円以上，設立時の払込資本金が公称資本

金の半額以上のものに限り許可することとして既定方

針を強化した。しかし明治31年から大正3年までに，

銀行数は34年をピークにして漸次減少し，この間消滅

した銀行は 503行を数えたが，うち合併によるものは

わずかに83行で，残りは解散，破産，廃業による消波

であって，政府の合同奨励策は必ずしも効を奏さず課

題は次期以降に持ち越されたO

注 1大蔵省所蔵「松方文書第49号J所収「日本興業銀行，

動産銀行及農業銀行設立趣旨の説明」による。明治23年

ころのものと推定されるが，立案年月は未詳。
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注 2 この時期には， ドイツのゲッチンゲン大学教授で大

蔵省顧問として来日したエッゲルトの意見書が，法案の

立案過程に影響を与えた Cf明治財政史第14巻Jp. 499以
下〉。

注 3 明治28年の松方意見書に「各府県市町村ニ於テ疏水

築港給水等土木事業頻々トシテ起リ，其要スノレ所ノ資金

モ亦巨額ニ昇ラントスル……(中略)……此ュ於テカ，中

央ニ一大興業銀行ヲ起シ，各府県二農業銀行ヲ設立シ，

政府ハ其監督ヲ厳ニ、ン債券ノ発行ヲ以テ，内外資本ヲ既

収シ，永期年賦償還ノ方法ヲ以テ貸付ヲシ，前記一般ノ

需要ト各府県市町村ノ需要トニ応スルニ至レハ，我国経

済上ノ発達ニ至大ノ便益ヲ与フルヤ昭昭タリ」とある

Cf明治財政史第 1巻Jp.23所収入

第 5節 租税の増徴と徴税制度の整備

1 戦後経営と増税

日清戦後の財政計画を立てるにあたって，まず予想

されたのは歳計の膨脹であった。昭和29年当時予算決

算課長であった阪谷芳郎がのちに回顧したところによ

ると， r8，∞0万円前後の歳計を急に倍以上にのぼせて，

遂に 3億円に達する10年計画をたてた」のであるから，

この大計画の遂行上増税は大前提で、あって，経常経費

の増加を原則として増税でまかなう方針がまず樹立さ

れた。

この期の増税は，結果的にみると前後3回にわたり，

平年度約 9，∞o万円に上る増収を期待したものであっ

たが，これは日清戦前の歳計規模を上回る額で，決算

中の租税収入は戦前26年の 7，000万円に対し， 35年に

は1億 7，∞o万円(専売益金 1，2∞万円および印紙収入を

含む〉と10年聞に倍増した。

したがって，この期の税制改正が増収を主たる目的

としたことは明らかだが，戦前から調査を重ねてきた

葉たばこ専売制度，営業税制，法人所得税制などの新

税を大匝に取り入れ，酒税や地租制度の整備とあいま

って，以後の日本の税制体系の基本的な原型を形成し

先こと，中央・地方の税制の整備を行なったこと，こ
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れと併行して徴税機構を整備して徴税行政を大蔵省の

直轄としたことなどによって，国庫収入の基礎を固め

税務行政史上に一時期を画したことを忘れてはならな

し、。

しがしながら，この期間の増税と税制整備は，必ず

しも政府の意図をそのまま実現したものではなかっ

た。地租増徴をめぐる政府と野党の対立は前期以来形

を変えて引き続き，幾度か増租をめぐって政権交替を

余儀なくされ，また妥協のために政府案の大幅修正が

行なわれ，そのために当面の新たな税源を物色しなけ

ればならないとし、う事情が続いた。

いま，この期間の租税増徴の経過を略述すれば次の

とおりであるO

(1)第 1次増税

明治29年の予算編成に際し，渡辺蔵相は前任の松方

蔵相の立案した増税計画を基本的に踏襲して，経常経

費の増加に対する恒久財源を得る目的で，増税案を第

9議会に提出した。その内容は，登録税，営業税，葉

たばこ専売の創設のほか，酒税の増徴によって 2，6∞

万円の増収を期したもので，法案は29年3月に公布さ

れ，登録税は29年度から，他の諸税は29年度なかばか

ら30年度にかけて実施された。
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この時は，政党に対する配慮から地租にはふれず，

旧税の整理と中央 ・地方の税源調整をあわせて行なっ

て，税制体系の而目を一新した。

(2) 第 2次増税

~ J治31年度予算編成にあたって，松方蔵相は，既定

経~.~ j:þ の航海奨励~lj:， 台湾経費補充金などの予想外の

削カ11に対し， 1-司五II剰余金やf:w:金によってこれを支弁す

ることができないので，その財源補充を地租，酒税の

明徴 2， 500 万円に求め， 増収集を第11~益会に提出する

→定であった。ところがtrH1議会は閉会の翌日に解散

され， 附税採は針案に歪らず， 31年度予算は不成立に

終わった。

がむし、て31年 5月，第12議会に井上j出相は，前提の地

;fU，削税の附徴に加えて ，所得税の噌徴と電信収入，

~;丘説く[zの附加をS~込んだ 3， 500 万円の地収案を提案

した。これは31年度成人の不足を，やむをえず償金お

よび一時打f入金で.'11日損している1i'J況のなかで， 32年度

歳計の不足に対して歳入補填の途を講じることが目的

であったO しかし，衆議院は地租増徴案を否決し，そ

の結果またも議会が解散されて，増税案はこのときも

陽の目をみることができなかった。

次いで成立 した大隈内閣は 4ヵ月の短命で倒れ，

11月山県内閣が成立すると ，五度蔵相として登場した

第8代大蔵大臣 井上馨
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松方は，地租増徴を中心とする増税案を再度第13議会

に提出 した。この増税案は32年度予算を基準に して計

画され，歳計の不足額が増大したのに見合って，前回，

前々回の増税案よりいっそう大規模なものであった。

すなわち，地租，所得税，酒税，登録税を増徴し，噸

税，日本銀行納付金を新設し， 葉たばこ専売収入を増

加して ，4，600万円の増収を企図 した。

この地租増徴案は，議会通過を図るために政府と憲

政党が妥協 して，増租を 5カ年間の臨時増徴と し， ま

た税率を大幅に軽減したため， 当初計画に比して 900

万円の減収が見込まれることになった。そこで政府は

減収分の補填財源として，家屋税，醤油造石税の新設

と郵便収入の増収計画をたて，同じ第13議会に法案を

追加提出した。しかし， 家屋税の新設に対 しては反対

の声が高く，議会通過の見込みがつかない状態となっ

たので，葉たばこ専売収入の増加をもって家屋税の新

設に代えることとし，政府は家屋税法案を撤回 し，よ

うやく 4，200万円の増税が実現する運びとなった。

(3)第 3次増税

第2次増税実施の翌年，明治33年に北清事変が起こ

った。第3次伊藤内閣の渡辺蔵相は，北清事変のために

繰替支弁した特別会計の基金を返戻 し，さらに必要な

事変の経費をまかなう とともに，公債支弁の事業計画

を変更して租税財源でまかなうなど、のために， 34年度

予算編成に際して，第 3次増税案を立案 した。これは，

間接税を中心とした増税で，酒類の造石税を増徴し，

酒精及酒精含有飲料税， 麦酒税およ び砂糖消費税を新

設 し， 葉たばこ専売率を引き上げ，石油輸入税を増徴

し，これによって 1， 600万円の増収を期 した。

明治34年 1月，増税案は第15議会に提出され，衆議

院は政党側の賛成によって難なく通過したが，貴族院

で難航 した。貴族院委員会は増税案を否決 し，本会議

の審議に移されたとき，議会は停会となり，松方 ・山

県 ・井上 ・西郷らの元老が，政府と貴族院間の調停を

試みたが成功しなかった。この間，貴族院の改造，内

閣辞職，憲法中止，議会解散の諸説臆測が乱れとぶな

かで，天皇から貴族院に対し，増税案の成立を望む趣

旨の勅語がくだり，やっと増税案は無修正で議会を通

過し，34年10月1日から施行された。この時は，酒税，

印紙税，登録税，所得税の税制整備および徴税方法の

改善があわせ行なわれた。なお，翌35年， 桂内閣の曽

禰蔵相のもとで， 骨牌税法および輸入原料砂糖戻税の

新設などの小規模な増税が行われた。

以上，日 清戦後経営期には， 3回にわたる大増税が

行なわれたが，その後も35年末から，36年度で期限が

きれる地租の増徴をそのまま継続して，海軍拡張費の

財源にあてようとする桂内閣と，増租延長に反対する

野党との聞に激しい対立が続き，海軍拡張費は可決き

れながら，地租増徴の継続は 日露戦争期までに実現 し

なかった。

2 新税の創設

一一指業税，法人所得税，登録税，印紙税，

骨牌税，党換銀行券発行税，砂糖消費税一一一

(1)営業税

営業税は，日清戦後いちはやく創設された(明治29年

3月法律第33号，明治30年1月1日施行〉。

明治 8年雑税を廃止し，諸税および賦課金を国税，

地方税に区分して以来， 営業者に対する課税は府県税

に編入された。その後20年を経て，この時国税に移管

したのは， 営業税が課税上弾力に富み，収入が確実で

将来性のある税源であるばかりでなく，国税と地方税

の財源調整と 負担の均衡化を図り，また，商工業者に

対して選挙権を拡張し，時運の発展に見合った体制を

作ることがねらいであった。

このと き行なわれた中央 ・地方の税源の再配分は，

げ) 従来府県税であっ た営業税を国税と し， (ロ) 業種

別に課税標準の一定以下のもの(たとえば，販売業で年間

売上金額 1，000円未満のもの)を地方税に残し， 村地

方税に国税営業税の 20%以下を限度として付加税を

課すことを許し，付従来国税であった菓子税，船税

など，徴収費がかさんで地方税とするほうが使利なも

のを地方税に移すなどの措置によって，地方の財源、を

も確保し，維新前の旧慣を残して府県別に負担の均衡
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を失っていた税体系を是正した。

また，当時の衆議院議員選挙法は， 直接国税(地租

および所得税)15円以上を支払う者に選挙資格を与えて

いたから，常業税を国税とすることは，これを負担す

る商工業者にも選挙資格を与えることとなった。

営業税は営業から生じる収益を課税の目的とするが，

この収益を測定する方法として，フランスなどで行な

われた方法にならって ，いわゆる外形標準一一建物賃

貸価額，資本金額，売上金額，請負金額または報償金

額および従業者数ーーをもって標準と した物的収益税

が採用された。これは調究上正確を期することを主眼

としたためで，外形標準を業:fill別に組み合わせて課税

標準とした。税率は課税標準の名別に対して，その収

益の割合を測定して定め，常茶を24の業種別に区分し

た。業種別の税率および課税最低限度は，それぞれの

謀税標準の種類によって異なったが，各業の収益に対

する税金の割合が常に問ーであることを理想と して税

率が算定されたO この方法は，昭和2年営業税が営業

収益税に変わるまで一貫して採用された。

なお， 営業税創設にあたって，従来の税法によって

重複課税となる酒造免許税， i謡油営業税などを本税に

吸収した。

営業税法は，その後32年に内外国または非施行地に

またがる営業に関する規定韓備のための小改正(明治

32年3月法律第32号)，35年に包'業の業種の追加および

課税標準の一部手直し，および納税者の異議申立てに

対して営業税審査委員会を設置することを定めた改正

(明治35年3月法律18号，明治36年1月1日施行〉が行二われ

た。営業税審査委員会は，税務管理局(のち税務監督局)

所時内に設置され，委員は耐業会議所代表者および納

税義務者中から 5人以内が大此大臣に任命された。従

来は， 税務署の課税標準決定に不服があるときは，税

務署が再審査するだけであったが，以後は異議申立て

をこの審芥委員会に諮問して政府が決定することに改

められた。

(2)所 得 税

第2次増税にあたって，所得税法の全面改正が行な
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われたが(明治32年2月法律第17号，明治32年度から施行)， 

この改正によって，初めて法人に対する所得税課税制

度が導入されたo

このときの改正の要点は， (1) 条約改正実施にとも

なって，内 ・外|司の納税義務者の関係を定め，義務の

範聞を切らかにし， (ロ) 民間の企業勃興の機運に対応

して，法人所得に対する課税を新設(第一種所得〉し，

il!2.5%の税をJlJ¥諜し，け公fi't，社債の利子課税

を新設し(抑二積所得)一作 2%の税を源泉で賦課し，

や)イ1.'，1人にふJする所得税(加三組〉の累進税率を引上

げ (1 1::1法は 5 段，~;yに分け税率 1----3%を，新法は12段階に分け

1~5. 5%)イド!日j所付 2，0001JJ以 lニの者に対し増税を行な

い，的 m1-r].金額の淵ftには所向調究委員会を，異議

'1'請の審作には講究委11会を，それぞれ税務有 ，税務

竹思lJ，oの竹内に;没位する。などによって所得税制lの機

能を一新した。したがって， '"法は個人の所得のみに

課税 したが，新法は法人の所付にも課税することと し，

また公社債の利子は分離して源泉課税を行ない，所得

を一極，二種，三種に区分して課税することとなった。

新法による所得の算定および納税方法は次のとお り

である。

当時の所得税課税台帳
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第一種(法人〉所得は，各事業年度の総益金から総

損金，前年度繰越金，保険責任準備金を控除 したもの

とし，法人は各事業年度ごとに損益計算書を政府に提

出し，これによって政府が所得ーを決定通知するが，計

算書の提出がないときは，政府が調査決定する。徴収

は毎事業年度ごとに行なわれ，法人によって納期は一

定しない。

第二種〈公社債利子〕所得は，利子支払いの際，支払

金額に対する定率 2% を支払者が源泉で徴収し， その

つど政府に納入する O

第三種(個人)所得は，総収入金額から必要経費を

控除した予算年額，俸給，年金，思給等はその収入額

の予算年額， 1上|林の所得。は前年の所得，田畑からの所

得は前 3カ年の平均高を課税標準とし，また戸主と同

居家族の所得は合算して課税されるO 第三種所得は毎

年本人が申告することを建前と し， 所得調査委員会の

議を経て政府が決定した。また，重複課税を避けるな

どのために，先に税を徴収した源泉課税後の公社債利

子や第一種で課税済の法人からの配当金などは，所得

算定に入れない方法をとった。

なお，旧法の所得調査委員会は，郡・区単位に郡長・

区長を会長とし納税者の互選による委員が所得を調査

し，委員会の決議によって納税者の等級金額が定めら

れたが，新法は個人の所得税の決定方法を改革した。

すなわち，調査委員は，税務署の管轄区域単位に複選

挙方式で選出され，会長は調査委員の互選によ り決定

された。税務署長は委員会に各人の所得の調査結果を

諮問し，政府が調査委員会の決議を不当と認めるとき

は，再調査に付し，なおも一定期日内に決定しないと

きは政府が決定することと した。すなわち，調査委員

E は決議機関から諮問機関に， 地方官の管l陪から大蔵

省、の管轄へと性格を変更した。なお，いったん決定し

た所得金額は変更しないことを原則とするが，審査請

求，訴訟，訴願，減損更訂(個人所得のみ)，誤謬訂正の

場合は変更することを認めた。納税者が納税決定に不

服の場合は，税務管理局長(のち税務監督局長〉に審査

の請求を行ない，審査委員会(収税官吏3人，調査委員 4

人，所属区域は勅令で決定〉に付議し決定する O この場

合も審査委員会は諮問機関で決定は政府が行なった。

なおこの決定に不服な場合は，大蔵大臣に訴願するか

行政訴訟を起こす途が開かれていた。

なお，所得税関係法規の改正にあたって，徴税機関

の事務取扱いを一定にし，所得算定等の事務を公平に

進めるため，所得税法施行上取扱方(明治32年4月大蔵

省内訓秘第326号〉が訓令された。

所得税の改正は，その後34年に，課税所得の紺1円お

よび減損更訂の手続などについての小改正が行なわれ

(明治34年4月法律第17号)，日露開戦期に至った。

(3) 登録税

従来，官簿の登記または登録に際しては，登記料，

手数料が徴収されていたが，明治29年，登録税を新設

し， 登記料，手数料でこれと重復するものはすべて廃

止した(明、冶29年3月法律第27号，明治29年4月1日施行)。

登記事項は，財産事項，身分事項，特権事項に分け

られ，定額税または比例税をとり ，徴収方法は原則と

して印紙貼用により，勅令で、定めた場合にのみ現金徴

収を認める ことにした。

なお，30年改正 (3月法律第31号〉で戸籍登録に対す

る課税を廃止し，32年改正 (3月法律第 60，83号〉で民

法，商法，不動産登記法等の実施に伴う改正と同時に

増徴が行なわれたほか，32年から35年までに小改正が

実施された。

(4) 印紙税

財産の授受および契約の証明に用いる書類に対する

印紙税は明治6年に創設され，証券印紙規則に基づい

て徴収されていた 。この規則は，複雑，不備な点が多く

経済の発展と商取引の発達に即しない状態となったた

め， 新たに印紙税法を制定して旧税制を廃止し，税率

を単純化し，小切手に免税し，一部印紙貼用に代えて

税印の押捺を認めるなど納税者の便宜を図った(明治

32年3月法律第54号〕。

(5) 骨牌税

骨牌税は明治35年に創設された (4月法律第44号，明

治35年7月1日施行〉。歳入増加の必要に際し，骨牌の
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ような純然たる娯楽!日に課税することとしたもので11，

製造場，販売所lカ所ごとに毎年60円の免許税と ，骨

牌 1組ごとに20銭の骨牌税を課し，骨牌の包装に印紙

を貼用して納入することとした。

(6) 免換銀行券発行税

日本銀行が発行する免換銀行券は，明治21年に1MI恨

外発行を認めると同時に， 5%以下(大蔵大臣が情勢に

見合って税率を決める〉の市Ij限外発行税を課していた(明

治21年 7 月勅令鉛59~} I先換銀行券条例中改iEJ節2条によ

る〉。明治 32年， n木銀行の免換銀行券保証準備発行

制限額を， 8，500万円から 1低 2，000万円に拡張する

(明治 32年3月法律第55号〉と 同時に，制限内発行に対

しても毎月平均発行高の 1.25%の保証準備発行税を

賦課することと した〈同法律節目号〉。

党換銀行券発行税については，日銀の允換銀行券発

行の特権は，資本金な しで利益を生むことになるので，

その純益には出資金に対する配当と同僚の見返りを国

家に納めるべきであるという趣旨で，日本銀行への課

税を是とする窓見が政党方面から上り ，すでに一再な

らず議会にも提案されていた。これに対しては日本銀

行の反対もあり ，実現をみなかったが，その後31年に

第 1次大限内閣のもとで政府がこれを立案し，続く山

県内閣に同案が引き継がれ増税諸案が検討されたとき，

大蔵省は日本銀行の純益に対し配当金および法定積立

金を控除した残額の 1/3を納付金として政府に納付す

る「日本銀行納付金に関する法律案」を立案し，第13

議会に提案したO ところが日本銀行側では，二重の所

得税を賦課するきらいがあること ，日本銀行の営業に

国家が過度に干渉するおそれがあることなどを理由と

して反対し， IU本日銀総裁から松尾理財局長に，納付

金とせず発行税を徴収するよう立案の中途で申入れが

あった。 しかし大蔵省議は納付金に決したが，議会

の討議のなかで政党方面の君、向をも参酌し，政府は納

付金法を撤回し，新たに発行税法を提案し可決をみた

とし、う経緯でこの法案は成立 した。

(7)砂糖消費税

北清事変後の増税の一環として，比較的者修品とみ
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られた砂糖に課税することとなり，第15議会で砂糖消

費税法が成立した(明治34年3月法律第13号〉。課税内容

は原料の甘熊，甜菜を問わず，砂糖，糖密，糖水とし

て取引きれる砂糖をオランダ標本の色相によって 4種

に分け， 税率を 100斤につき 1""2.8円の 4段階に区

分して税を賦課した。その徴収方法は，内地消費の目

的で製造物，税関または保税倉席から砂糖を引き取る

とき課税し!大こo

3 酒税，地租の増徴と体系整備

(1 )酒税

酒税は当時地租に次いで重要財源であったが，地租

の増徴は容易ならない政治問題であったから，この時

期の増税は主として酒の造右税の増徴に頼らざるをえ

なかったロしたがって酒税は，日清戦後経営期に 3回

にわたる増率，そのつどの体系整備，徴税体制の強化

の三本建で増徴が行なわれ. 35年度には26年度の3.8

倍の増収となり，租税収入に占める位置も26年度24%

から 35年度には 36%となって，地租をしのいで租税

収入中最大の財源となった。

まず，増税の主要な側面である酒の造石税率の強化

を，清酒と焼酌に例をとってたどってみると，清酒お

よび焼酌の石当り造石税率は29年改正でそれぞれ， 4 

円， 5円から 7円. 8円に， 32年改正で12円， 13円に，

34年改正で15円. 15"'16円に(ただし酒精分の度数に

よってさらに加算される〉と 5年間に3""4倍近く増課さ

れた。

この間，酒類関係法規はめまぐるしく新設，改廃を

重ね，税制体系の整備と脱税防止のために力が注がれ

た。いまその概略を示すと，まず第l次増税にあたっ

て，旧来の酒造税則を全面改正して酒造税法を制定し

〈明治29年3月法館第28号，明治29年10月l日施行)，同時

に酒類の営業課税は営業税法に移し，別に混成酒税法

を制定して 〈明治加年3月法樟第30号，明治29年10月1日

施行)，アルコールや酒類を混合して製造する飲料酒

類を，酒造税法と別立てで造石税を課し，混成酒の脱

税を防ぎ取締りを強化した。また，自家用酒税法を制

176 

定し(明治29年3月法律第29号，明治29年10月1日施行)，

従来一定の制限下で免税されていた自家用酒に低率の

造石税を課して.酒造業者を保護しあわせで脱税取締

りをねらった。なお.29年の改正酒造税法では，清酒

の津引減量を認め，納税保証制度を一般化し，制裁規

定を完備するなど，税法の面目を一新した。

次いで，第2次増税にあたっては，自家用酒税法を

廃止して自家用酒の製造を禁止し，酒類の製造にはす

べて造石税を課税することとし〈明治31年12月法律第24

号，明治32年1月1日施行)，混成酒税法を手直していっ

そうの脱税防止の強化を行なった(同法律第25号〉。 さ

らに酒精の取締りをも強化し，酒精を清酒に混用して

脱税を図ろうとするものを取り締る目的で，酒精営業

税法を廃止し輸入酒精に関税を増徴し，内地酒精に

は酒造税法の規定によって製造の取締りを行なうこと

とした〈同法律第26号〉。 このほか酒造石税の納期およ

び納税保証物提供等についても改正を行なった。

第 3次増税にあたっては，前回の改正によって，酒

造税法で取り締られるようになった酒精と，混成酒税

法の対象である混成酒を一本の法律によって取締りか

っ課税することに改めるため，酒精及酒精含有飲料税

法が制定され〈明治34年3月法律第8号， 明治34年10月1

日施行)，そのほか当時製造量が急増したビールに対し

て，課税上酒造石税との権衡を図るため，麦酒税法を

制定し(明治34年3月法律第12号，明治34年10月1日施行)， 

ビール l石当り 7円の造石税を課した。

酒の造石税の課税標準は，年間の製造場単位の造石

数であって，まず酒造業者は製造場 1カ所ごとに政府

の免許を受け，酒類を製成したときは関税官吏からそ

の造石数の査定を受けZ九これに棒引減量，貯蔵減量

を控除して造石高に見合った課税額の査定を受けた。

したがって，税務行政のうえで酒造業者の検査，監督

事務は大きなウエイトを占めたわけで，この時期の徴

税機構の整備充実は，法整備による脱税防止措置とあ

いまって，徴税の正確化，適正化を図るうえで成果を

あげ、たので、あった。

司

(2) 地 租

明治23年の国会開設以来，地租の軽減は野党の要求

の柱であった。そして当時議員の選挙地盤の大半は地

主であったからS¥ 政府は増税にあたって地租増徴に

ふみきることができず，地租の税率は明治11年以来地

価の 2.5%に固定されたままであった。しかし，戦後

不況が深まって公債発行が困難となり，歳計の不足が

おおいがたくなると，政府は租税収入の 5割以上を占

める地租の増徴を決意せざるをえない状況となった。

そして，明治30年以来，増租の意志を固め，いよいよ

31年11月，第13議会に地租増徴案を提出した。

時の第2次山県内閣は，憲政党(旧自由党系〉と提

携して議会のりきりを策したが，憲政党から分裂した

憲政本党(旧改進党系)を中心に，地租増徴反対期成同

盟会が結成され，芝紅葉館に有志大懇親会を催し気勢

をあげるなど，増租反対の世論が高まった。その反対

の理由は，明治6年の地租改正で，政府は将来他の税

が2∞万円を越えるときは地租を 1%まで逓減する約

束をしたにもかかわらず，それを実行しなし、。地方税

付加税を加算すると農民は重課に堪えないというのが

その主たるものであった。一方，実業家方面には積極

的な地租増徴賛成論者が多く，地租増徴期成同盟会が

結成され政府を支援した。

こうして賛否両論渦巻く中で，地租の2.5%から4%

への増徴および田畑地価修正法案が議会に上程され，

まず衆議院の特別委員会に付された。このとき，憲政

党は党議で、田畑地租を政府原案の 4%から 3.3%に引

き下げることを決めたが，なお党内に不平があり，星

亨らの党幹部が増租の期限を32年度から36年度までの

5年間に限ることで政府と折衝して党議をまとめた。

政府はやむなくこの修正を受け入れ，地租条例中改正

法および田畑地価修正法が成立した(明治31年12月法律

第32号，第37号，明治32年分から施行〉。

その内容を略述すると， (イ) 地租は地価の0.8%(2.5

%から3.3%へ〉増徴し，原案より 0.7%値切った代り

に，市街宅地地租のみを 2.5%(2.5%から 5%へ〉増

徴する。(ロ)増租は臨時的なものとし， 32年度分から
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36年度分までの 5年間限りとする。付 同時に全国的

に田畑の地価を修正する。田畑地租の増租は修正地価

の実施日から適用するo

また，議会の修正によって宅地は市街地宅地と郡村

宅地の間の地租率が異なることになったので，宅地を

実情に合わせて再編成するため，宅地組換法が制定さ

れ(明治32年3月法館第85号)，さらに会議での修正によ

る財源不足分を補うため，醤油税の新設，官業収入の

増収が行なわれた。この結果，政府は年間 1，1∞万円

の増収を期待することとなった。

なお，この時行なわれた地価修正事業について一言

すると，地租の課税標準としての地価は，明治初年に

決定して以後.22年特別地価修正法などによって，部

分的修正を行なったのみであった。一方，議会開設以

来，政党は地価の不公平是正を唱え，第12議会の井上

蔵相提案の増租法論議のときも，地価の修正を行なう

べきであるとする意向が強く表明されたので，政府は

第13議会に，田畑地価の修正を増租と同時に行なうこ

とを提案した。地価修正の方法は，明治初年の地租改

正の時の算定方法をそのまま用い，その要素である収

獲，米価，利率について，それぞれ一定の軽減歩合を

決め， 31年7月1日現在段別で修正地価を算定し，各

郡市ごとに田・畑別の修正地価総額を法律によって定

めた。その実施は.32年2月1日現在額を基準として

各地域の修正按分率により，各郡市町村の毎筆の土地

台帳を修正すると L、う方法がとられ. 2月初旬から8

月までの聞にその事業を完了しへ 32年度分地租から

適用した。

同時に宅地組換法による市街宅地，郡村宅地の組換

えも実施され， 32年度分から適用した。

なお，この増程は 5年聞の期限つきであったので，

桂内閣は，海軍拡張費財源を増租の延期でまかなう計

画をたてたが，実現しないまま日露戦争の開戦後にこ

の問題の解決が残された。

ここで，この時期に行なわれた沖縄県の地租改正事

業について付雷しておこう。

沖縄県の地租制度は，慶長年聞に内地の租法に準じ
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て定められ，明治以後もそのまま旧慣によって徴収さ

れていたが，日清戦争後，沖縄県にも内地で明治初年

に行なったと同様な地租改正事業を実行することとな

り， 32年沖縄県土地整理法が制定された(明治32年3月

法律第59号〉。そして同年4月から36年10月までに，土

地の測量，所有権の処分，地価の査定が行なわれ，一

部は36年1月から，残余は37年 1月から，地租条例お

よび国税徴収法が適用きれることになって，初めて内

地・沖縄問に土地制度，地租制度の統ーが実現したO

4 葉たばこ専売事業の創設

明治9年「煙草税則」の施行以来，煙車税は製造お

よび販売者に対する煙草営業税と製造たばこに賦課す

る煙草税(印紙貼用〉の 2種に分けて徴収されていたO

煙草営業税は，営業免許と関連があるためほとんど脱

税がなかったが，煙草税は消費量の増大に見合って税

収が上がらず，たびたび脱税防止のための税制改正が

行なわれた。しかし21年税則の改正後も，消費量のな

かばは脱税されているとみられていた。そこで，日清

戦後経営にあたって，たばこの消費税を完全に捕捉し，

将来にわたって有力な財源を確保する方法として，ヨ

ーロッパ諸国で行なわれている専売制度を採用するこ

ととし，さしあたって，葉たばこの収納，卸売りに限

って専売を行ない，消費税に替えて，収納，卸売りの

聞に益金収入を得る方針で，葉煙草専売法が制定され

たく明治29年3月法樟第35号，明治31年1月施行〉。

このたばこ専売は，大蔵省内で早くから研究され，

明治16年，煙草税制の改正にあたって検討されたのを

はじめとして， 18年には「煙草条例案」が立案され，

たばこの収納，製造，販売にいたる専売権を政府が独

占し，旧来の煙草税に比し一挙に13倍の増収を図る計

画がたてられたが，準備不足を理由として揚の目をみ

ることができなかった。さらに19年ごろ，大蔵省官吏

のヨーロッパ視察に際して，たばこ専売の調査が重要

事項の一つに指定された。これらの調査に基づいて，

戦後経営の財源調達のーっとして，葉たばこ専売実施

が立案され.28年11月，葉煙草専売法案が閣議決定を
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みた。この法案の理由書によると，ヨーロッパ諸昌の

専売法は，耕作，製造をあわせて同家の独占事業とし

ているが，日本では慣習が異なりまた新規事業で、ある

から，当面葉たばこの専売にとどめ，たばこの製造専

売は後日にゆずることに決めたので、あった。製造専売

移行には，いまだ資本の準備が十分でないこともその

理由であったようであるo

この法案に対して，政府部内，議会内外では，施設

に対して事業成功の見込みが少ないこと，外国たばこ

の圧迫に対し，条約改正の実施以前には関税引上げで

対抗できないこと，民業を圧迫することなどをあげて

反対意見もあたったが，主として財源調達を急務とす

る観点から，この法案は第 9議会を通過し， 31年から

施行された。

ここで採用された葉たばこ専売は，政府が葉たばこ

を耕作者から収納して賠償金を交付し，この賠償金額

tこ一定の収入率を加算して葉たばこを民開業者に売り

渡すと Lづ方法をとり，売渡代金と賠償金の差額が純

益となった。したがって，たばこ耕作者は，葉たばこ

をすべて政府に納付し，製造業者は政府払下げのたば

こだけを原料としてたばこ製造を行なうことになっ

た。なお，法の成立から施行までの聞に，持越葉たば

こに対する課税上の処分が実施された。

この葉たばこ専売事業は「葉煙草専売資金会計」

(明治29年4月法樟第79号，明治31年1月施行)によって経

理され，売渡代金(歳入〉と賠償金(歳出〉の差額は一

般会計に繰り入れられた。また取扱機関として，葉煙

草専売所が開設され，葉たばこの検査，収納，保存，

売渡しに関する事務を取り扱った。さらに31年10月に

は専売局が新設され，葉煙草専売所，同支所を統轄し

司r~，、.....0

その後32年，葉たばこ専売法の改正〈明治32年3月法

律第28，74号， 4月法律第98号)によって，輸入たばこ

を政府の管轄下におき，売渡方法，不正取締りの適正

強化を図るとともに，専売法違犯事件に直接国税犯則

者処分法を準用する制度を設けるなど法の整備が行な

われた。また同時に会計経理の方法を根本的に改め，

四

s 
資金会計を廃止し作業会計法によって専売事業を経

理することとし(明治32年3月法律第30号)，従来の資金

を専売局の据置運転資本として継承し，漸次 8∞万円

まで増額することが決まった。

続いて34年にも，葉煙草専売法の改正が行なわれ

(明治34年4月法律第24号)， いっそうの取締強化が図ら

れた。

こうして，葉たばこ専売は，主として脱税の防止と

歳入増加を目的として，煙草税に替えて創設された

が，なお，密売が跡を絶たない状態が続いた。そのた

め大蔵省においては，専売執行体制の強化と取締法の

整備による密売防止の努力を続けたが，との間，製造

専売をも含む全面的なたばこ専売への移行の準備が併

行して進められたo

5 徴税制度の整備・確立

わが国の国税徴収制度とその機構は，明治維新の初

めに，徳川時代の旧慣に基づいて，各藩あるいは府県

が，国に代わって国税を徴収する体制から始まって，

統一国家の形成が進むにつれて，順次改善，整備され

てきた。そして，日清戦後，国税中の地租以外の諸税

の比重が増大し，税制が整備された時期に，徴税制度

および機構は改革され，大蔵省が名実ともに，全国的

統一的に徴税行政を掌撞する体制が確立した。

そこで，いま明治初年からの徴税制度の整備の過程

を略述すれば次のとおりである。

維新当初は，府藩県一一廃藩置県以後は府県一ーが，

管内の国税を旧慣によって徴収し，徴収した租税の金

穀を大蔵省に納進していたが，地方制度が整備するに

従って，国税の徴収制度も整備された。

明治11年，郡区町村編成法が制定され，府県官職制

が整備されると，国税金領収順序〈明治11年12月大蔵省

達乙第72号)が制定され，国税の徴収および不納処分の

事務いっさいは郡長・区長に委任され，その下の戸長

が国民から税金を徴収した。そして，大蔵省は，租税

局の下部機関として収税委員出張所ーーのち租税局出

張所と改称されるーーを設置し，租税局員を派遣して
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国税徴収の実況を監査し，府県は郡長・区長から皆済

報告と領収証を受け取って，皆済帳を調製し，国税徴

収の実態を大蔵卿に報告する義務を負うだけとなっ

、r~

ド』。

次いで明治17年，徴税制度は再び改善され，府県官

の中に収税長，収税属が配置され(明治17年5月太政官

達第47，48号)，租税局出張所の事務は府県の管轄下に

吸収された。この体制に照応して，圏税金収納順序

(明治17年6月大蔵省達第41号)が定められ，収税長が新

たに徴税事務のいっさいを管理し，郡長・区長および

戸長が徴税の実際にあたる体制となった。収税長は府

県官として，府県の長官の直属下にあったが，収税事

務については，直接大蔵省主税官長の指揮を受け，ま

た徴税についての意見を主税官長に具申することがで

きた。

このとき，各府県には収税課が設置され， 19年に収

税課は収税部となり，下部機関として収税部出張所が

設置され，収税長，収税属がこれを統轄した九この

府県官である収税長には，大蔵省の官吏が任命され，

任期を終えると本省に戻される体制が作られたo

その後， 23年国会開設を前に国税徴収制度の法整備

が行なわれ，国税徴収法が制定された(明治22年3月法

律第 9号〉。同法は，市制，町村制(明治21年4月法律第

1号〉の施行〈明治22年4月〉と照応して，国税徴収上

の国と市町村の関係を明らかにし，関税を除く国税の

徴収原則を規定したものであった。すなわち，市町村

は地租の徴収の義務を無償で、負い，地租以外の国税で

勅令に規定するものは，地租に準じて市町村が徴収す

る義務を負う。その場合，徴収額の 4%が交付金とし

て市町村に還元される O その他の国税の徴収は，府県

収税部および同出張所がこれにあたり，これらの徴税

事務は府県の収入官吏が管理する。そのほか，同法で

は納税の方法，徴税との優先権，期満免除などが規定

され，滞納処分，犯則者処分は別法で規定された。

そして，日清戦後の29年10月，徴税機構を府県の管

轄から全面的に大蔵省の管轄に移すとし、う大改革が行

なわれることになったo この改革の趣旨は， (1) 聞の
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事務である園税徴収事務を，地方行政から分離する。

(2) 従来の収税長と大蔵省の聞には，地方官が介在し

管理が複雑で，徴税の取扱いが統一きれない弊害があ

ったので，これを改めるo(3) 徴税行政が府県単位に

小分化されているため，経費がかさむ弊害を改める。

但) 増税，新税の創設に対処して，税務行政の拡張，

刷新を必要とする。などによるものであった。そして

大蔵省の管暢下に全国23カ所に税務管理局が，その下

部機構として税務署が設置された。各府県の収税部の

事務は税務管理局に移管され，その下部機構であった

収税署(収税部出強所の後身〉は廃止されて，人員および

事務を税務署に引き継ぎへ 29年11月税務管理局，税

務署が開庁した。

この徴税機関の創設の直後，第10議会に国税徴収法

の全面改正が提案可決された(明治30年3月法律第21号

明治30年7月1日施行〉。

改正国税徴収法と旧法との相違点は，

(1) 徴収法と滞納処分法を別立ての法律としていた

のを，徴収法中に滞納処分規定を含めた。

(2) 国と国民の間の権利，義務に関する規定だけを

法律で規定し，冒と金庫，国と市町村の間の手続

規定は勅令以下にゆずって，法体系を整備した。

(3) 国税滞納処分，債務の強制執行，非常災害時の

租税免除規定などを，実態に合わせて整備した。

などがおもなもので，法の体裁は一新された。

これによって，国の歳入に関しては，いっさいを大

蔵省の主税局が直接統轄し，市町村がその補助機関と

して，地租，所得税，営業税などの租税を徴収する体

制が確立した。そして，この改正国税徴収法は，その

後部分修正を受けたが，第2次大戦後まで存続し，昭

和34年全面改正されるまで，国税徴収の基本法となっ

~~ 
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注 1骨牌税は曽禰蔵相の提唱により創設された。曽禰蔵

相は就任早々，郵便貯金に富くじをつけるという案を提

出した。これには大蔵省高等官全員反対で、とりやめとな

り，それが結局骨牌税創設に変形して実現することにな

った。大蔵省所蔵「明治大正財政史史談会速記録〈昭和

11年9月14日)Jの若槻礼次郎・荒井賢太郎発言による。

注 2 関税官吏は酒の造石税の調査のため，酒造場で酒が

桶に仕込まれると，その容量を測った。計量は， 20年代

にはそロミの桶に物さしをつつ込んで、行なった(若槻著

「古風庵回顧録Jp. 50)が， 30年に計量方法を変え，桶

に直接物さしを入れず，桶の空積を測って容量を測定す

ることになった。

注 3 第l議会の有権者は全人口の1.1%であったが，そ

のうち97%が地租の納入者で占められていた。

注 4 修正により l段歩当りの平均地価は，田40円9厘が

35円91銭 9厘に，畑11円9銭6厘が9円62銭4厘に軽減

された。

注 5 収税部は23年10月に直税署，関税署となり， 26年10

月再び収税部と改められた。また，収税部出張所は同じ

く23年10月に直税分署，関税分署となり， 26年10月収税

署と改められた。

注 6 26年収税署が新設されたときは，全国で479カ所で

あった。 30年税務署は 520カ所に設置されたが，以前の

収税署を税務署としたところが多し、。

第 6節 関税制度の確立と国定関税率の設定

1 条約改正と関税自主権

日清戦争の開戦直前にあたる明治?:l年 4月16日，日

英新通商航海条約が調印された。この新条約は，幕末

に幕府が諸外国から強要された不平等条約の改訂に，

初めて成功したものであった。その後，他の諸国との

条約改正もなり， 3併手12月オーストリアの新条約締結
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をもって，この条約改正事業は一段落し，これらの条

約は32年7月17日〈フラ γス・オーストリアのみは8月4

日〉から一斉に発効することになった。

この条約改正によって，わが国の関税行政は一新さ

れた。改正条約の締結から施行にいたる時期に，関税

制度の整備確立が急がれたのであるが，その過程を述

べる前に!日条約時代の関税制度の実態と条約改正の経

司
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過にふれ，問題点を明らかにしておこう。

明治政府が成立したとき，幕府が諸外国と結んだ通

商航海条約は，そのまま新政府に引き継がれた。この

条約は，わが国の法権ならびに税権を全面的に制約す

るものであり，しかも最恵国約款付であったから，一

国に有利な条約が締結されれば，自動的に各国にその

特権が均需し，また一国が特権の取消しを承認しても，

他国の承認を得られないときはその条項が発動しない

という性格をもっていた。このため独立国としての自

主権は，さまざまな形で‘制約を受けたが，財務行政に

関連のある点についてそれを要約すれば，

(1) 外国貿易のための開港場における船舶の出入，

貨物の輸出入および関税徴収などに関する関税行

政は，条約および、付属貿易章程の定めに従わねば

ならず，手続上の改正や取扱上の疑問点にいたる

まで，すべて外交交渉によって決められ，自主的

に国内法で規制できない。

(2) 輸出入関税率が従価5%とLづ低率(慶応2年の

改税約書による〉で，引き上げることができなし、。

(3) 開港場に出入する船舶には，手数料を徴収する

ほか，噸税を課すことが許されない。

但) 居留地の治外法権と外国人被告に対する領事裁

判権の存在によって，外圏人による禁制品の密輸

出入，不良貿易商人の不当取引などが，常に外国

人に有利な判決となるo

(5) 居留地に対して，国税，地方税を賦課すること

ができなし、。

このような不平等条約の撤廃と税権，法権の回復は，

明治初年以来いわば朝野の悲願であった。明治4年，

岩倉具視らの欧米視察に際しての，条約改正打診に始

まって，以後歴代の政府は，条約改正交渉にカを費や

したが，その成功は非常に困難であった。

大蔵省では，明治初年以来海関税権の回復を緊急の

課題として，政府の条約改正の早期実現の推進を図っ

た。その理由としては，

(1) 税権がないため，貿易逆調と正貨流出という憂

うべき事態を招いている。
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(2) 輸入従量税は，従価 5%を従量税に換算するが，

改税約書当時の価格を基準とするため実際上は

5%よりさらに低率となり，関税収入が期待でき

ない。

(3) 保護関税政策によって圏内産業の保護と輸出増

進を図ることができない。

など、が主たるものであった。そして政府の条約改正突

渉の必要に応じて，大蔵部内では，改正条項に対する

対案が幾度も検討されたので、あるが，内容をみると，

税権回復の主張は，保護関税主義からしだいに関税収

入の増加に重点をおくようになった。しかしながら，

歴代内閣の条約改正交渉は，列強の反対，世論の反撃，

政府部内の対立などによってついえ去り， 20年余の歳

月を経て，明治27年から30年の間に陛奥外相の手によ

ってようやく実現された。

しかしこの新条約によっては，いまだ関税自主権が

完全に回復されたとはいえなかった。すなわち，旧条

約の遺産である片務的な協定税率(イギリスとの問に64

種， ドイツとの聞に59種，フランスとの聞に39種〉を許した

ほか，相手方に一方的な最恵国待遇を認めていた。ま

た，旧居留地での外国人の借地権が，旧条約下の特権

付のまま永代借地権として残され，これには国税地方

税が賦課できないなどの不平等条項を残していた。こ

れらの点の改正は，この条約の有効期限である12年後

〈明治44年〉に期待されたのであった1)。

しかしながら，開港場における船舶の出入港，密輸

の取締り，関税徴収などの関税行政は，条約の実施と

同時にわが国の主権のもとに法律に従って運営される

こととなって，関税行政は従来の屈辱的な地位を脱却

し新たな一歩を踏み出すことになった。

大蔵省によって，新条約の締結後直ちに，条約実施

期を目ぎして，関税制度の整備確立，国定関税率の立

法化が進められた。

2 関税制度の確立

旧条約下にあっては，関税の賦課徴収はもとより，

輸出入手続，船舶の出入港手続その他取締りに関する
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諸事項は，すべて条約付属の貿易章程の定めによるこ

とになっており，内外国人ともにこれに従っていた。

また，わずか10カ条の貿易章程では詳細がつくされな

いので，条約の趣旨を施行するため，駐日外突代表と

の協議によって幾多の施行規則が公布されていたが，

なおも貿易量の増大に伴って税関官吏と外国商人との

聞に机礁が起こり，外交上困難な問題があいつく・有様

であった。

そこで大蔵省では，明治12年「日本帝国税関法案J，

「税関規則案」などを起草して，その解決を図ろうと

試みたが，いずれも条約と密接な関連があるため，実

現できなかった。しかし貿易量の増加とともに，関税

法規の整備はいっそう必要となったので，憲法に伴う

財務行政諸法令の整備期に際して「税関法J.r税関規

制」を制定した(明治23年9月法律第80号，勅令第203号，

明治23年11月1日施行〉。これには船舶の出入，貨物の

取締りなどを規定したが，内国人のみに適用を許され

るとしみ制約のもとでは，これらの諸規定は不完全な

ものとならざるをえなかった。

新条約締結によって，大蔵省では諸外国の例規を参

照し，わが国の実情に合わせて新たに関税法を起草し

て，第 13議会に提案し原案どおり可決された(明治32

年3月法樟第61号，明治32年9月4日施行〕。この関税法

が旧法と面白を一新した点は，

(1) 関税の賦課徴収，船舶，貨物の出入に関する法

規を定め，外国人に対しでもわが国の法制を適用

することになった。

(2) 関税は輸入税のみとし，輸出税は撤廃された。

(3) 関税の賦課に対する故障は，従来は外受談判に

ょったが，新法では税関長の処分に対する訴願制

度が設けられた。

(4) 開港制度は条約の規制を脱し，開港場および開

港場で輸出入を許される貨物の範囲は，勅令で定

めることとなった。

(5) 内地通過貨物，関税通路に関する規定を創始し

。
た

などであった。

• 

この関税法の施行とともに，貿易港の制度も面白を

改めた。従来外国貿易の開港場は，旧条約に規定され

た横浜・長崎・函館・神戸・新潟・大阪の 6港であっ

たが，明治17年特別貿易港(厳原・下関・博多〉を設定

して日本人所有の船舶の出入，貨物の積卸しを許し，

明治22年特別輸出港(四日市など 9港〉を指定して，品

目を限って輸出貿易を許した。特別貿易港，特別輸出

港は，その後追加されそれぞれ10港. 9港を数えたo

また.29年には開港外貿易港10港を指定して，日本人

所有の船舶の出入，貨物の輸出入を許したが，外国船

舶の入港は許されなかった。しかし.32年関税法の施

行と同時に，特別貿易港，特別輸出港，開港外貿易港

の制度は廃止され，旧来の 6開港場のほか新たに清水

など22港を開港し，これら諸港においてなんらの制限

なく貿易を行なうことができるようになったo

また，関税法の施行に前後して，税関付帯の諸施設

すなわち，保税倉庫，税関仮置場，貨物取扱人などに

関する法制が整備された。

3 関税定率法の制定，改正と噸税の創設

条約改正が成功するまで，わが国の関税率は慶応2

年(1866年)に締結された改税約書の税率が適用されZ勺

税率の変更は外交交渉によることとなり，自主的に国

法で関税率を改定することは許きれなかった。

改税約書では，第 l条で輸出入税は日本人の輸出入

品にも適用されることが明記され，輸出入品目を，禁

制j品(輸出品では米，籾，小麦，大麦，ならびにその粉，硝

石，輸入品では阿片)，無税品(輸出品では貨幣，金，銀，

銅，輸入品では食料品，石炭，金属，旅行用荷物など)のほ

か，従価5%に相当する従量税品(輸出品では海産物，

油類，酒類など53品目，輸入品では薬剤，金属，綿織物，毛

織物など89品目〉と原価に対し 5%の従価税品(輸出品で

は，竹，木材などその他いっさい，輸入品では兵器，木材な

と、その他いっさい〉に区分して関税を賦課することが定

められていた。

その後外交交渉によって，輸出品については禁制が

解除され，あるいは有税品を無税品とすることを許さ
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4品
れた品目も多かったが8)， 輸入税の引上げは果たせな

かった。また，輸入従量税は改税約書当時の物価によ

って 5%の従量税定額を定めたため，幕府が市価にう

とかったことと，物価の値上りによって従価5%とい

う趣旨が実際上は 2.3%，なかには実質上 1%に満た

ないものもあった。

こうして関税権が列強ににぎられていた結果，外国

品の流入，圏内産業の不振を防ぐ手段がなく，また関

税収入の増収を期待できないばかりでなく，酒，たば

こなどの内国税を増課しでも，税率の低い外国産品が

市場に流入して税源を荒らすことを黙視しなければな

第1章 日清戦後経営と財務行政

なお同法施行に際して，条約発効までの約半年間は

条約締約国からの輸入品に対して原産地証明手続を行

なうなどの配慮がされた。

この関税定率法の税衰の適用外となる協定税目は，

英・独・仏・填4カ国の改正条約の付属議定書または

追加条約に規定され，関税定率法による有税品 497品

目中125品目に及び(各国の協定税目中の重複分を除く)， 

税額で概算すると 63.5%が協定税率の適用を受けた。

このため，わが国の関税政策の運用は大幅に制約され，

産業保護上有効な手段をとることができず，この解決

は新条約の期限満了後の改討に持ち越された。

なお，輸入税については，関税定率法の制定前，第

9議会で，棉花および羊毛の輸入関税免除が成立した

(明治29年3月法捧第 57.日号，明治29年4月1日施行)が，

関税定率法の制定以後は，日露開戦時までに数回の改

正を経た。改正の主要な理由は，業たばこ専売実施に

伴う葉たばこ輸入の免税および製造たばこ関税の増課，

酒税増徴に見合う輸入酒類の関税増徴 (32年).酒税の

増徴，砂糖消費税新設に伴う関税増徴 (34年〉など主

として内国税制との関連で政府が提案した関税率の改

正と，議員立法として成立した人造肥料材料，マッチ

原料，肥料などの輸入税免除 (32年)，コプラ，鉄の輸

入税免除 (34年〉など，主として工業原料品の免税が

行なわれた。

次に噸税の創設について述べると，旧条約下にあっ

ては船の出入港に際して，噸税を賦課することができ

ず，入港に際しては15円，出港に際しては 7円の出入

港手数料を徴収することが，貿易章程で定められてい

た。手数料は船舶の大小にかかわりなく一律に課せら

れたから，内国の小形船は負担に苦しみ，一方，貿易

量の増大により大形船舶の出入が増加しても，収入を

上げることができなかった。

そこで，条約失効後は外国貿易のため外国に往来す

る船が入港する際，内外国船を問わず1トγにつき10

銭の噸税を賦課することとし，政府は第13議会に，噸

税法案を提出した。これは議会で1トシにつき 5銭に

低減修正を受け可決された〈明治32年3月法律第槌号，
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らなかった。

そして，新条約の締結によって初めて国定の関税率

を定めることになったが，大蔵省では明治27年ごろか

らこれに関する調査を行なったo 関税定率法は第10議

会で成立し(明治30年3月法律第14号)， 32年1月1日か

ら施行されることになった(明治30年9月勅令第208号)。

この関税定率法の概略を述べれば，

(1) 関税は輸入税のみに賦課した。 ただし，後述の

ように改訂条約によって，最恵国待遇をもっ列国

の輸入品に対する協定税目は協定税率によった。

(2) 関税の課税標準である輸入品価格は，仕込地，

製造地の原価に荷造費，運送費，保険料その他輸

入港に到着するまでの諸費を加算して計算され

~" 
れ'-0

(3) 従価税を原則とするが，従量税を便宜とするも

のについては，勅令で司税額を定めた“ (6カ月以上

の平均価格を基に税率をかけて算定)。

(4) 輸入品を有税品，無税品，禁制品に分け，税率

は付属税表に示し，税表の改正は施行6カ月前に

公示する。 2個以上の税率が適用されるときは最

高率に従うこと。

(5) 有税品の税率は 5"-'40%まで8段階に分け，概

して完製品を20%としこれに対して日常消費用

品，半製品，器械類，学術器具，原料品，天産物

の税率は漸次低減し，箸修品，酒.tこぱこには重

課して，税率を定めた。
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明治32年8月4日施行〉。これによって噸税制度の基礎

が確立した。

注 1旧居留地の永代借地権の解消iこは，さらに遅延して

昭和12年4月に協定が成り， 5年後に実施された。

注 2 関税率に関する条約は，最初安政4年 (1857)のH

摘追加条約で輸出入税とも従価35%と決められ，翌年日
米修好通商条約(下回条約〉で従価 35---5%，大半の品

目が 20%と改訂されたが， その後改税約書で従価 5%

に引き下げられた。いずれも最恵凪約款により他国にも

適用された。
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注 3 慶応2年の改税約書により，輸出税は，貨幣，金銀

の無税品，米，籾，大麦，小麦などの禁制品を除き，他

は5%の輸出税を賦課することになっていたが，その後

外国との協議で免税品目が増加した。しかし，なお新条

約への切替前には，生糸，海産物，金属，茶，木材など

の重要輸出品に輸出税を賦課することになっていた。

注 4 従量税を課する品目および税目は， 29年の輸入物品

平均価格を基礎に「輸入物品従量税目 〈明治31年勅令

第220号，明治32年1月1日施行J)で規定したが，同令

は物価値上りなどの算定基礎変動のため， 35年に全面改

正を行なった(明治35竿 9月勅令第 219号)。

.. 
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第 2章 日露戦争と大蔵省

第 1節 目露戦争の戦費調達

1 戦争財政への準備

日清戦争以後，朝鮮・満州|をめぐる日露両国の関係

はしだいに風雲急をつげ，明治36年6月御前会議で対

露交渉を決定し，外交交渉を重ねたのち， 37年2月宣

戦が布告されて日露戦争となった。この間，大蔵省で

はすでに36年10月ごろから，ロシアとの戦争は避けら

れないとの想定のもとに，戦時財政運営の準備体制に

t土L、っTこ。

大蔵省部内では， 28年の三国干渉によって列国に譲

歩を迫られて以来，言わず語らずのうちに，日露戦争

が起こったときはどうするかという心の準備ができて

いた130 陸海軍軍備の拡張を中心とする日清戦の積極

財政政策を，苦しい財政状態のなかでやりくりしてき

たのも，広い意味での戦争財政の準備であったし，ま

た大蔵省独自で，ロシアの財政経済調査をも進めてき

守~

μ」。

しかし，ひとたび、ヨーロッパの大国ロシアを相手に

戦争が起これば，軍費はどれくらいかかるか，まず予

測は非常に困難であった。そのうえ，軍器，弾薬類を

はじめ軍需品は，欧米から輸入しなければ戦争できな

い状態であったから，戦費調達に際し，正貨の確保は

絶対に必要であった。

こうし、う難問をかかえて，開戦までの準備期間に，

大蔵省がとった諸措置について，順に概説すれば次の

ようであった。

まず第一に，日銀総裁を更迭した。明治36年10月20
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日，日本銀行の山本達雄総裁の任期が満了した。本人

も周囲も重任されるものと考えていたところ，突然曽

禰蔵相は山本を解任し，松尾理財局長が総裁に就任し

た。これは大蔵省首脳部が，戦争が始まれば日銀・大

蔵省は一体となって，戦時財政を遂行しなければなら

ないから， i大蔵省が日本銀行を乗取ってしまう覚悟

でJ2J人事更迭を断行したのであった。

第二は，外国からの軍艦購入問題であった。 10月，

同盟国イギリスから，イタリアで建造中の軍艦2般を

わが国で購入しないかと斡旋された8)。大蔵省は軍艦

購入によって，苦心して蓄めた虎の子の正貨が費消さ

れることになるのでたいへん苦慮したがついに購入に

決しへ 日進・春日の 2艦をイタリアから回航した。

第三は，朝鮮の京釜鉄道の速成費の調達であるo京

釜鉄道は米人モールスから渋沢栄ーらが敷設権を買収

し建設を行なっていたが，極東情勢の緊迫化に対処し

て，綾工予定を 1年繰り上げ37年中に工事を完成させ

ることになった。政府はこれに 220万円(直ちに45万

円，残り 175万円は必要に応じて〉を限度に補助金を

支出し，社債の元利保証を行なうことを決めた。

第四に，上記の軍艦購入などを含む軍備補充費の調

達であるo これは，京釜鉄道の速成費とともに， 12月，

公債，借入金などによることを，緊急勅舎で公布した

〈勅令第291号〉。この緊怠動令は，公債，借入金の

限度額が示きれなかったが，枢密院は非常の際の変例

を認めたのであった。この勅令を根拠とする公債募集

については， 12月ごろから計画が具体化され，大臣，次


